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むつ市議会第１９１回定例会会議録 第３号

平成１９年３月１５日（木曜日）午前１０時開議議事日程 第３号

◎諸般の報告

【議案上程、提案理由説明】

第１ 議案第32号 工事請負契約について

【一般質問】

第２ 一般質問（市政一般に対する質問）

（１）20番 横 垣 成 年 議員

（２）58番 斉 藤 孝 昭 議員

（３）51番 慶 長 德 造 議員

（４）42番 千 賀 武 由 議員

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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◎開議の宣告

午前１０時００分 開議

〇議長（宮下順一郎） ただいまから本日の会議を

開きます。

ただいまの出席議員は47人で定足数に達してお

ります。

◎会議録署名議員の追加指名

〇議長（宮下順一郎） この際、会議録署名議員が

不在となりましたので、会議録署名議員を追加指

名いたします。

15番石田勝弘議員を指名いたします。

◎諸般の報告

〇議長（宮下順一郎） 議事に入る前に諸般の報告

を行います。

本日、市長から今定例会に議案１件を追加提案

したい旨の申し入れがあり、先ほど開催した議会

運営委員会で本日この後上程することが決定され

ておりますので、ご報告申し上げます。

以上で諸般の報告を終わります。

〇議長（宮下順一郎） 本日の会議は議事日程第３

号により議事を進めます。

◎日程第１ 議案上程、提案理由説明

〇議長（宮下順一郎） 日程第１ 議案第32号 工

事請負契約についてを議題といたします。

市長から提案理由の説明を求めます。市長。

（杉山 肅市長登壇）

〇市長（杉山 肅） ただいま追加上程されました

議案第32号 工事請負契約について、提案理由及

び内容の概要をご説明申し上げ、ご審議の参考に

供したいと存じます。

本案は、本定例会においてご報告いたしており

ます報告第１号の関根漁港施設災害復旧事業に係

る工事請負契約についてでありまして、関根漁港

施設のうち、被害を受けた第２西防波堤の堤体、

消波ブロック等の一部を復旧するためのものであ

ります。

以上をもちまして、追加上程されました議案に

ついてその大要を申し上げましたが、細部につき

ましては、議事の進行に伴いましてご質問により

詳細ご説明申し上げます。

何とぞ慎重ご審議の上、原案どおり御議決賜り

ますようお願い申し上げる次第であります。

〇議長（宮下順一郎） これで提案理由の説明を終

わります。

ただいま上程されました議案第32号について

は、明３月16日、一般質問に先立ち、質疑、討論

及び採決を行いますので、ご了承願います。

◎日程第２ 一般質問

〇議長（宮下順一郎） 次は、日程第２ 一般質問

を行います。

質問の順序は、抽せんにより横垣成年議員、斉

藤孝昭議員、慶長德造議員、千賀武由議員、堺孝

悦議員、川下八十美議員、久保田昌司議員、澤田

博文議員、東健而議員、澤藤一雄議員、半田義秋

議員、目時睦男議員、鎌田ちよ子議員、大澤敬作

議員、工孝夫議員、柴田峯生議員、石田勝弘議

員、村川壽司議員の順となっております。

本日は、横垣成年議員、斉藤孝昭議員、慶長德

造議員、千賀武由議員の一般質問を行います。

◎横垣成年議員
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〇議長（宮下順一郎） まず、横垣成年議員の登壇

を求めます。20番横垣成年議員。

（20番 横垣成年議員登壇）

（ ） 、 。〇20番 横垣成年 皆さん おはようございます

むつ市議会第191回定例会に当たり、日本共産党

横垣成年、一般質問を行います。市長及び理事者

におかれましては、明快で前向きなご答弁をお願

いするものであります。

まず第１点目、福祉行政の諸問題であります。

日本は、アメリカの要請にこたえ、1990年代後半

から新自由主義経済の施策が強まり、小泉内閣で

は、それをさらに強力に推し進め、その結果ぎり

ぎりの生活をしている国民がさらに追い詰められ

る状況をつくり出し、働いても働いても生活保護

基準以下の生活しかできないという新たな層をど

んどんつくり出しております。ちなみに、ヨーロ

ッパでは、アメリカが進める新自由主義経済は、

もう勘弁してくれとして卒業し、働くことは人生

の目的ではない、自分の人生を、家族を、環境を

大切にする生き方、社会となっております。

さて、日本では1999年、労働者派遣が原則自由

化、これにより無権利状態の派遣労働者がどんど

んふえていくことになりました。1997年、保育の

措置制度が撤廃、2000年、障害者福祉の措置制度

が廃止、同じ2000年、厚生年金の改悪、2002年、

健康保険の改悪、児童扶養手当の減額、2004年か

らは生活保護の老齢加算の縮小廃止、2005年には

介護保険の改悪と障害者への応益負担導入などが

進められました。日本共産党は、それらすべてに

反対してまいりました。働くルールや生活の下支

えしている施策が次々にはぎ取られた結果、格差

が激しくなり、貧困が進んできたと言っていいも

のであります。まさに今社会現象となっている貧

困と格差は、今の政府与党がつくり出しているも

のであります。その政府与党、国の言いなりの市

政運営をしていては、市民が路頭に迷うばかりで

あります。どんなアンケートをとっても、一番に

来るのが医療・福祉充実であります。医療・福祉

縮小を進める国言いなりではなく、市民生活を応

援する市政、医療・福祉優先の市政を進めるべき

と思いますが、お考えをお聞きいたします。

同じ福祉行政において、生活困窮に追い込まれ

ている市民がふえている状況にあっては、市独自

の介護保険料減免制度の創設は避けられないもの

だと私は思っております。年収40万円以下の年金

しかない人からの２万7,000円の徴収は、大変き

ついものだと思います。市独自の減免制度をつく

るべきと思いますが、お聞きいたします。

２点目、教育行政の諸問題と全国学力テストに

ついてであります。近年の教育荒廃の根本原因は

何かをお聞きしたいと思います。私は、根本原因

があいまいにされたまま、家庭の責任だとか、生

徒の責任、教師の責任にされ、問題がさらにこじ

れているのではないかと思っております。私は、

根本原因は、日本の戦前を反省しない戦前から引

き継いでいる国家体質にあると思っております。

ちなみに、今、日本には、戦前の国家体質を清算

しろとたたきつけられている問題があります。従

軍慰安婦問題であります。アメリカ民主党の議員

らが提出している決議案です。

決議案は、こう述べております。植民地支配と

戦時占領の期間、日本政府は公式に帝国軍隊の性

奴隷にすることを唯一の目的として、若い女性の

獲得を委託した。日本政府による軍事的強制売春

である慰安婦システムは、その残酷さと規模の大

。 、きさで前例のないものと考えられる 集団レイプ

強制妊娠中絶、辱めや性暴力を含み、結果として

死、最終的には自殺に追い込んだ20世紀最大の人

身売買事件になった。日本は、若い女性に慰安婦

として世界に知られる性奴隷を強制したことを明

確にあいまいさのないやり方で公式に認め、謝罪
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し、歴史的責任を受け入れるべきであると述べて

おります。しかしながら、安倍首相は証拠がない

と決議を受け入れようとしていません。このよう

な政府の姿勢が今日の教育をゆがめる根本原因と

なっていると思います。

日本という国が、アメリカにも謝罪を求められ

る歴史を持ち、それをあいまいにし、教師がきち

っと歴史に向き合い、正しい歴史を教えることが

できないという事実。それを反省せずに教育とい

うそのものの深い議論を避け、ごまかしごまかし

今日まで来たという事実。そして戦前の反省のう

えにつくられた、昨年改悪されましたが、以前の

、 、教育基本法を骨抜きにし 民主的な教育を放棄し

戦前のような軍隊意識の一方的な教育をしたくて

もできない政府は、ただひたすら競争だけをあお

る教育のみを異常に推し進め、子供の成長過程で

最も大切な家族団らんを破壊する企業中心社会を

つくってしまった事実に原因があると思います

、 、 。が いかがお考えでしょうか お聞きいたします

来月24日に全国学力テストが実施される予定で

。 、 。す 私は 昨年の９月定例会でも取り上げました

現在県の学習状況調査テストがあります。私は、

それで十分生徒の弱点なり教師の教え方の工夫が

可能なものと考えております。再度全国学力テス

トは実施するべきでないと思いますが、お聞きい

たします。もし実施するとした場合、参加する、

しないは児童、生徒、学校の判断に任せるべきと

思います。そして、参加する場合、個人情報の取

り扱いは慎重にすべきであり、個人名を書かない

ことも認めるべきと思いますが、お聞きいたしま

す。

３点目、本庁舎の来庁者用専用駐車場について

であります。私は 「いつ市役所に行っても車を、

とめるところを探すのに苦労する」という苦情を

。 、多く聞いております １日何人来庁者が来るのか

何台の駐車場があれば最もよいのか、調査してい

るならばお聞かせ願いたいし、来庁者用駐車場は

職員駐車場と明確に分け、きちっと確保すべきと

思いますが、お聞きいたします。

最後、４点目であります。生活道路、大湊地区

のロードヒーティング早期実施についてでありま

す。昨年末に大湊地区のロードヒーティング早期

実施を求める540筆の署名を日本共産党むつ市後

援会が市長に直接手渡しいたしました。その要求

は、平成19年度予算にどのように反映されている

ものか、また毎年少なくとも１本は整備するべき

と思いますが、お聞きいたします。

以上、壇上からの質問といたします。よろしく

お願いいたします。

〇議長（宮下順一郎） 横垣議員にお願いいたしま

す。

一般質問は、市の一般事務にというふうなこと

の決まりがございます。会議規則第63条にも市の

一般事務と限定されているところでございますの

で、今後の質問におかれましては、十分ご留意の

うえ発言をお願いいたします。

市長。

（杉山 肅市長登壇）

〇市長（杉山 肅） 横垣議員の福祉行政について

のご質問にお答えいたします。

第１点目は、福祉行政の諸問題についてであり

ます。少子高齢化が進行する中にあって、福祉行

政に対する市民の関心はこれまで以上に高まって

おります。それは、介護保険制度の改正であった

、 、 、り 障害者制度 生活保護制度の改正であったり

少子化対策のための新たな施策の展開であったり

するわけであります。これらの福祉サービスを利

用する人々にとっては、当然ながら高サービス、

低負担が最も望ましい姿でありましょうし、それ

を希望することは自明の理であります。しかし、

福祉が最も進んだ国々にあっては、高福祉は高負

担によって賄われるという原理が作用しておりま
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して、現にスウェーデンのような高福祉国家から

ドイツに移民を希望する人たちがふえ始めてお

り、現に自国の高福祉の利益を放棄しても他の国

へ移るという、そういう潮流が生まれていること

も世界にはあるわけであります。我が国では、基

本となる福祉サービスに関して、国民が全国どの

場所においても等しく受けられるよう統一的な基

準を定め、その運用を地方自治体に求めておりま

す。これは、地域間に格差を生じさせないためで

あります。市は、国が国の責任で管理運用する福

、 、祉サービスに関しては 国の基本方針にのっとり

その指示に従い実施しております。その中で最も

質の高いサービスを市民に提供しようと努力して

いることをご理解いただきたいと思います。市民

に対する思いは、議員と同様に、いや、それ以上

であるということを申し述べておきたいと存じま

す。

このような福祉サービスを展開することをとら

えて、議員が国に追随した福祉行政の転換を求め

るとの発言であれば、それはちょっと異質な議論

ではないかと申し上げたいところであります。国

の施策に関して、その制度を改正することとなり

ますと、それは地方の議会で議論すべきことでは

なく、国政の場で議論されるべきものであろうと

思います。

次に、ご質問の第２点目、介護保険料について

でありますが、このことにつきましては、むつ市

議会第189回定例会で大澤議員から、前回の第

190回定例会でも横垣議員から同様のご質問をい

ただき、減免の実施は難しい旨の答弁をいたして

おりますが、状況は変わっておりませんので、ご

理解を賜りたいと思います。

本庁舎の駐車場についてのご質問は、総務部長

からお答えいたします。

次に、生活道路についてのご質問にお答えいた

します。まず、大湊地区のロードヒーティング早

期実施のお尋ねでありますが、市ではこれまで大

湊地区の市道６路線についてロードヒーティング

を設置しております。平成19年度は、市道連絡８

号線、通称新川守坂の整備を予定しております。

予算に計上してあるものであります。同地区の坂

道対策が必要なことは十分に承知しており、今後

も財政状況を見きわめながら整備を進めてまいり

たいと存じます。

なお、確かに署名簿は受けとめましたが、署名

簿が出されたのは市がロードヒーティング事業を

展開し始めてから署名が始まっているということ

をお忘れなきよう念のため申し添えておきます。

〇議長（宮下順一郎） 教育長。

（牧野正藏教育長登壇）

〇教育長（牧野正藏） ただいまの横垣議員の教育

行政についてのご質問にお答えいたします。

まず、今日の教育行政の諸問題についてであり

ますが、私たち大人はだれしも日ごろから、どの

子供も夢と希望を持ち、充実した家庭生活や学校

生活を送り、未来に向かってたくましく自分の能

力や可能性を最大限まで発揮してほしいといつも

願っているところであります。しかし、現実は議

員ご指摘のとおり、子供や学校を取り巻く環境は

。 、実に厳しいものがあります 私たちの子供のころ

それほど遠い昔でなくとも、ここ十数年前と比較

いたしましても、最も大きく変わったと思われる

ことの一つは、子供たちの毎日の様子が変わって

きたことであります。基本的な生活習慣ばかりで

なく、しつけやルールが十分身についていない子

供が以前にも増して多く見られるようになったこ

とであります。

さらには、長年にわたりまして、個人の自由や

権利のみが過度に強調されてきた社会的風潮など

と相まってか、子供たちの社会性、規範意識・道

徳心の低下、そこから派生してくるいじめや不登

校の問題、暴力行為等の憂慮すべき問題は、多い
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少ないはあっても、どの学校も抱えており、その

対応に追われているのが現在の学校の姿ではない

かと思っております。

さらに、大きく変わったことのもう一つは、教

育に対する価値観や期待感が多様化し、学校教育

や教師に対する信用、信頼が揺らぎ始めたことで

あります。そのことが教師の自主的、自発的な教

育活動にブレーキをかけたり萎縮させたりはしな

いかと懸念しているところであります。

このような状況になった背景は、少子化、核家

族化、便利さのみを追求する世の中の風潮、物中

心型の考え方、情報化などの経済社会の変化、さ

らには人間関係の希薄化など、家庭を含む社会の

あらゆるところで教育力を低下させる要因が子供

の周辺に浸透してきていることが考えられます。

しかし、昨今の教育をめぐる混乱というのは、き

のう、きょうに始まったものではなく、今申し上

げたような問題は、かねてから存在しており、表

面化するたびに、それなりの対応、対策を講じて

きたところであります。しかし、依然として減少

の兆しが見えてこないのは、問題の背景や原因が

どこにあるかを明確に、的確に分析しないまま、

ただいま横垣議員にもご指摘いただいております

が、対症療法的に、その場しのぎに切り抜けてき

たと言わざるを得ない面があったことも残念なが

ら否定できないことだと思っております。

教育の基本は、いつの時代でも子供と親、子供

と講師がじかに向き合い、子供の考え、思い、あ

るいは子供の気持ちが読み取れる位置にいること

であろうと、このように思っております。

子供を育てるということは、大人の問題、責任

であります。今から千二、三百年前の奈良時代、

万葉の時代に、歌人、山上憶良が 「しろかねも、

くがねも玉も何せむにまされる宝子にしかめや

も」と歌っております。このことは、まさに教育

の真髄であり、永遠の真実であります。教育の再

生は、国の宝として子供を大事に大切に育て、温

かく見守る思想と行動を大人全体が取り戻すこと

であろうと思っております。私ども教育委員会と

いたしましても、いろいろな場面を通じて、教師

一人一人が教育することの崇高さを自覚し、自信

と誇りを持って教育活動に専念できるような教育

環境づくりに努めてまいりたいと、このように考

えております。

次に、全国学力・学習状況調査は実施すべきで

ないというご質問についてお答えいたします。現

在当市では、青森県の学習状況調査を実施してお

り、その調査結果をもとに、各校においては学習

指導上の課題を明らかにし、授業や家庭学習の改

善に取り組んでいるところであります。昨年の９

月定例会でもご答弁申し上げましたが、ことし４

月に実施される全国学力・学習状況調査に参加す

ることにより、これまでの青森県内や下北郡の比

較的狭い範囲ではなくて、全国的な視野で子供た

ちの学習の理解度や到達度を把握することによ

り、子供たちの学習意欲を喚起させることを第一

義とし、当市における義務教育の水準を保障する

ための方策を検討する目安にしたいと考えており

ます。

次に、全国学力・学習状況調査への参加につい

ては、児童・生徒個人や学校の判断に任せるべき

ではないかとのご質問についてであります。この

調査は４月24日、全国一斉に実施することになっ

ておりますが、既に計画してある修学旅行のよう

なやむを得ない事情のない限り、個々の学校の都

合により実施日を変更することはできないことに

なっております。学力調査への参加を希望制にす

ることは、学校では同じ時間帯で参加しない者と

参加する者への二重の対応が求められることか

ら、教員の配置、教室等の割り振りの点からも物

理的にも実施できない状況になるわけでありま

す。
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それでは、希望者には放課後や土曜日、日曜日

が可能ではないかとの考え方もあるかもしれませ

んが、義務教育の段階では、教育の機会を等しく

与えるという観点からも、決して好ましいことで

はないと思っております。

現在のところ、実施に向けて調査の趣旨や内容

について児童・生徒に事前に説明したり、保護者

に対しては文部科学省から出されておりますリー

フレットを配布したりするなどして、理解と協力

を求めているところであります。

、 。次に 個人情報の取り扱いについてであります

文部科学省では、今回の調査を小学校においては

株式会社ベネッセコーポレーション、中学校にお

いては株式会社ＮＴＴデータに委託して実施を進

めております。議員ご指摘のとおり、質問用紙、

回答用紙には組、出席番号、氏名、性別を記入さ

せることとしております。これは、あくまでも他

人のデータと本人のデータが混同しないようにす

るための措置であると県教育委員会から説明を受

。 、けているところであります 議員ご指摘のように

個人情報が漏洩することがあったり、企業の営業

活動に利用されることは絶対にあってはならない

ことであります。この学力調査事業を委託するに

当たっては、文部科学省初等中等教育局の中に委

託事業審査委員会を設置し、専門的な視野から公

平で透明な委託機関の審査選定に当たったと伺っ

ております。したがって、個人情報保護法、情報

セキュリティー方針に基づいて、個人の情報は厳

正に、そして永久に保護されるものと考えており

ます。

繰り返しになりますが、全国学力・学習状況調

査につきましては、児童・生徒一人一人の学力向

上と学校経営の改善につなげるものでありますの

で、ご理解とご協力を賜りたいと存じます。

〇議長（宮下順一郎） 総務部長。

〇総務部長（齋藤 純） それでは、来庁者の駐車

場についてのご質問にお答えいたします。

まず、１日当たりの来庁者数でございます。各

種証明、届け出、相談等の件数を基礎といたしま

して推計いたしました。日常の来庁者数は、約

1,000人程度ございます。そのうち自家用車で来

られる方がまず90％といたしますと、900台の駐

車場が必要となります。本庁を利用される方は、

大体１回当たり30分程度の来庁かと推察いたして

おります。そうなりますと、大体60台のスペース

が必要かと思います。現在のところ、そのスペー

スにつきましては、30台前後しか確保できており

ません。これまでも、この駐車場の解消のために

も、職員には通勤距離２キロメートル以内のマイ

カーの規制をしてございますけれども、この規制

もさらに範囲を広げて対応しなければならないの

、 。かなと そういうことも念頭に置いてございます

これらも含めまして、駐車場の確保には努力して

、 。まいりますので 何分よろしくお願いいたします

〇議長（宮下順一郎） 20番。

〇20番（横垣成年） 冒頭に議長の方で、市の事務

に関係するのに限定という注意があったのであり

ますが、それをまたしっかりただすためにも、そ

の背景というのはやっぱり言う必要があるという

ことで、今いろんな文言を入れさせてもらったと

いうのを先にちょっとお断りさせていただきま

す。

再質問は順不同になることをまたお許し願いた

いのであります。まず最初に、大湊地域のロード

ヒーティングについては、日本共産党後援会がや

る前に、それはそれなりに考えていたということ

でもありますが、とりあえずとにかく大湊地域の

そういう要求が少しは前進したということで大変

ありがたく感じております。

さて、市長は今退院したばかりですので、余り

強く追及するということは若干控えさせてもらい

ながら、配慮はさせてもらいたいと思います。弱
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い者の立場に立つ日本共産党ということで、そう

いう立場で今回は臨ませていただきたいと思って

おります。

さて、庁舎の駐車場の問題でありますが、職員

のための駐車場なのか、来庁者のための駐車場な

のか、そこら辺をぜひとも明確にしてもらって、

来庁者がスムーズ来て、スムーズに帰ってもらえ

るというふうな環境づくりが大切ではないかと思

います。その点で、ぜひとも職員の方にもそこら

辺を、どういう庁舎にしていこうかという議論は

してもらわなければいけないかなというふうにも

思っております。来れば、もう職員の車がずらっ

と並んでいるというのであれば、やはり来庁者が

二の次になっているというふうな状況も出てくる

と思いますので、そこら辺職員同士でもしっかり

議論してもらって、どういう庁舎づくりをするの

か、どう来庁者に対応をするのかというのはやっ

ぱり職員一丸となって議論すれば、私はそれなり

のいい対応策が出るのではないかと思います。そ

こら辺のところの考えをさらに部長の方からでも

よろしいので、答弁を願いたいと思います。

〇議長（宮下順一郎） 総務部長。

〇総務部長（齋藤 純） 職員用の駐車場につきま

しては、本庁舎以外にも下北文化会館の道路の反

対側に確保してございます。来庁者用につきまし

ては、本庁舎の左側に30台ほどとまれるスペース

は確保してございます。その場所には、職員は一

切とまってございませんので、その分を確保して

ございます。２キロ以内のマイカーの規制の周知

徹底を、これまでも図っておりますけれども、さ

らにこれを強くしてまいりたいと思います。

、 、それから さらにこの範囲が２キロでいいのか

もう少し範囲を広げた方がいいのか、そうなれば

若干そのスペースもあいてまいりますので、この

辺のところもこれから検討させてもらいます。

以上でございます。

〇議長（宮下順一郎） 20番。

〇20番（横垣成年） 私は、新庁舎移転には反対し

ておりますが、遅くとも２年、早ければ１年ちょ

っとで移転となる状況にありますけれども、その

間でもやっぱり来庁者に対してはきちっとスムー

ズに駐車できるようなスペースを確保してやると

いう努力は必要かと思いますので、ぜひお願いし

たいと思います。

さて、福祉行政の質問についてでありますが、

ほとんど前進回答はないということでありまし

た。国の方針にのっとってほとんど福祉行政はや

っているというふうな答弁でありましたが、全国

では、例えば介護保険にしても、障害者自立支援

法を国が決めたけれども、市独自の減免だとか軽

減だとか、そういうものを実施している自治体が

必ず二、三割はあるという事実、やはりここが私

は地方自治体の独自性というのができる部分では

ないかなと。また、それを実行している自治体が

あるという事実はやはりあるのであります。だか

ら、国が決めたから、もう地方自治体はそれに従

わざるを得ないという立場でないからこそ地方自

治体という名前があるわけです。地方自治、そし

て国は国。もし地方に自治という権利がないので

あれば、何も地方にわざわざ議会をつくって、一

つ一つ議案を賛成多数で決めてやる必要はないの

ですよね。ところが、地方自治体には独自の権限

がある、だから一つ一つ議案を審議して、いや、

国は決めたけれども、やっぱりここの自治体では

ちょっと待てよと、少しここを変えて、こっちで

はちょっと色をつけて、このように上乗せしてや

ろうということができるから地方自治体というの

が分けられて、憲法にも地方自治法というのがつ

くられているというふうに私は思っています。そ

、 、の点について 市長は地方自治の役割というのを

この憲法の５原則の一つにあるのですが、この地

方自治の役割を発揮するという考えはないという
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ことでいいのですか。もう国の言いなりの方針で

いくと。そこをちょっと地方自治というのについ

てお考えをお聞きしたい。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

〇市長（杉山 肅） 憲法に地方自治法というのは

書いていませんけれども、慎重なご質問だと思い

、 、 、ますから お答えしますと 帝国憲法の時代には

地方自治はほとんど認められていなかった。地方

行政を運営するための方針は示されております

、 、が それは国の方針をいかにして地方に浸透させ

成果を上げるかという精神であったわけでありま

す。日本国憲法においては、地方自治権を大幅に

認めることになっている。それは、アメリカが押

しつけたものだという言い方も一方にはあるわけ

でありまして、ですから地方自治法は常に新しく

つけ加えられたり削られたりして今日の状態にあ

るわけであります。福祉に限って地方自治を論じ

ろという議論は、いささか無理な点があろうかと

思います。福祉については新しいシステムが次々

につくられて、あるいは古いシステムをなるべく

金のかからないいいものにしようという国の思惑

は見え隠れしますけれども、全国なべて同じ基準

で憲法の精神、つまり人間として光栄に満ちて生

きるための方策を講ずるために福祉関連法案がで

きている。それは、地方によって上下がなるべく

ない方がいいという考えがあります。ですから、

地方で進んだ考え方で始めたものを国が取り込ん

で制度化しているものもあるというものでありま

す。

つまり地方自治権と福祉とは同じでありなが

ら、質的には違うものであるし、枠で違うという

ものであります。地方自治を否定するような考え

をおまえ持っているのかというお尋ねでありまし

たが、私ども市長という立場でありますから、当

然に地方の自治権、自決権をきちんと守っていく

のが市長としての立場であると考えております。

ただ、福祉の部分に関しては、それは国できちん

と議論して決めたものであるかないかということ

を見きわめる必要はあろうかと思います。

、 、ご承知のように リハビリテーションに関して

ついこの前厳しい規制をしいてきました。ところ

が、おととい、議論の結果、これが見直されまし

て、国民のための改良が法律的になされるという

ことになっております。そのようなことを総合的

に考えないと、地方自治権を否定するのかという

議論に行き着くわけでありまして、単純無比な考

え方でありますけれども、総合的に考えないと、

地方自治ほどその地域性を考えたり、住民のあり

ようを考えたりする中で、それぞれがそれぞれの

生き方を選ぶという権利を保障している地方自治

法でありますから、必ずしも隣の町と完全に同じ

ではない、向こうでいいことをやっているけれど

、 、も それをそのままこちらでまねすることもない

あるいはいいものはまねするけれどもという、新

しいものはつくるということがあってもいいだろ

うと、これが地方自治の考え方であろうと思いま

す。

ただ、１回目のご質問にお答えしておりますよ

うに、福祉については上下のばらつきがないよう

にしようと、こういう考え方を申し述べたところ

でありますが、介護保険制度をスタートさせるに

当たって厚生労働省が示した考え方は、横出し、

上積みは認める、こういう考え方で法律はつくら

れております。しかし、お尋ねのものは介護に関

する法律と違う部分のお尋ねであります。ですか

ら、なるべく横出しも上積みもない方向でいかな

ければならないと。しかし、生活保護法に関して

は、我々はまず第一義的に地方がこの生活保護を

受ける人たちを選ぶ、そしてその財源を国・県が

補てんしてくれるということになっております。

ただし、先ごろのテレビで放映されたものを見ま

すと、いわゆるホームレスの方々を生活保護受給
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者に仕立て上げて、その支給されたものをピンは

ねするという行為が生活保護に関しては今かなり

幅広く行われているという報道がございました。

そのように、地域に密着して住んでいる人に不利

で、ホームレスのように身分不安定な人たちにと

って非常に有利だというような現実もあるわけで

ありまして、そのようなことに対してどのように

対応していくかというのが福祉の難しさであろう

と、そう考えます。

ほかで進んだケースをやっているのが全国の３

割ぐらいあるというご発言でありましたけれど

も、進んでいるからといって、それを素直に模倣

していいかどうかという問題は、また別の観点か

。 、ら検討されなければならないと考えます それは

それぞれの土地が抱えている問題、それぞれの地

方が抱えている問題をどのように地域に合った方

式にしていくかという深い検討があって初めて実

現されるべきものであろうと考えておりますの

で、地方自治権と福祉の問題、福祉の問題も地方

自治の及ぶところでありますけれども、必ずしも

一義的に議論すべき問題とは違うということを申

し上げておきたいと思います。

〇議長（宮下順一郎） 20番。

〇20番（横垣成年） 地方自治と福祉を同一に議論

できないということでありますけれども、福祉に

ついてはなかなか地方自治というのはむつ市では

行われていないというふうな感じで私はお聞きい

たしました。でも、いろんな深い議論だとか、そ

の地域性というのは市長は認めておりますから、

その地域性を考慮して、大体全国の自治体の３割

ぐらいはそれこそしっかりと地方自治の権利を行

使して、独自の施策をしているという現実があり

ます。だから、私も今後いろいろ何回かやって、

その福祉の独自の地方自治権を発揮した、そうい

う市政をするべくもっと勉強して、深い議論を呼

び起こしていきたいなというふうに思っておりま

す。

同じ福祉行政で私は、介護保険料の独自の減免

制度をつくってほしいということをお聞きしたの

だけれども、答弁はまず実施はできないというこ

とでありました。例えば私は40万円以下の年金し

かない人からの２万7,000円は大変きついという

。 、ことを言いました 80万円のうちの２万7,000円

100万円のうちの２万7,000円と、もう全然比較が

できないのです。本当に40万円のうちの２万

7,000円は、もう大変です。40万円ぐらいしかな

い人は、一月３万円ちょっとで暮らしている方の

この２万7,000円というのは、本当にきついもの

だというふうに感じております。

例えばほかの自治体、北海道の士別市というと

ころがあるのですが、ここはそもそも最低の第１

段階、第２段階の保険料は１万9,400円とかなり

低いのですけれども、この低いのをさらに40万

5,800円以下の人は4,800円に軽減しているという

のです。私は、合併してからのむつ市の40万円以

下の人は何人ぐらいかなと調べたら、1,641人い

るのだそうです。この1,641人の方が２万7,000円

徴収されるのでしょうね。大変厳しいものだと。

もしこの1,641人の方にこの士別市のような形で

減免制度を実施すると、今40万円以下の２万

7,000円の人を5,000円にしてやるというふうに考

えると どのぐらい財源が必要かというと3,610万、

2,000円必要だと。では、どうするのだと。これ

を、例えば恐山の展望台維持費1,000万円ぐらい

かかっていますね、それをやめたり、しもきた克

雪ドーム、ウェルネスパーク、来さまい館、合わ

せて１億8,000万円維持費かかっている。そこを

何とか内部努力してもらって3,000万円を編み出

してもらう。そういうふうなことをすれば不可能

ではない金額だと思います これで この1,641人。 、

の方が大変生活が楽になる。市長、いかがでしょ

うか、こういう提案を私今しているのですが、こ
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ういう努力はできませんでしょうか。

〇議長（宮下順一郎） 保健福祉部長。

（ ） 。〇保健福祉部長 名久井耕一 お答えいたします

先ほど市長からもご答弁申し上げましたよう

に、基本は国の指導に基づいた、つまり国の基準

に基づいたものに準拠してございますけれども、

その40万円以下につきましても、80万円以下の中

でクリアしているということが当然第２段階でそ

ういう軽減措置を講じております。それは軽減措

置の中に入っておりますので、確かに40万円以下

の方が横垣議員がお調べになった1,600名余とい

う対象者の方はおいでになりますけれども、それ

は80万円以下の中で一緒にクリアしているという

ことでご理解願いたいのです。ただ、それを上の

方に、結局その不足分を上の方に求めるというこ

とになると、やはり国の軽減措置の考え方という

指導からしますと、いわゆる前回のむつ市議会第

190回定例会でお答えしたとおり、国の３原則に

反するということになります。やはりその辺は上

の方の第５段階あるいは第６段階の方にはそうい

う負担を求められないということで、私どもはあ

くまでも国の指導した形に準じているということ

でございますので、ご理解をいただきたいと存じ

ます。

以上です。

〇議長（宮下順一郎） 20番。

〇20番（横垣成年） 私は、3,600万円ぐらいの財

源で、こういう1,600人ぐらいを大変楽な生活に

してやれると、こういう施策をきちっとやるよう

な、こういう地方自治を行えるようなむつ市にし

たいと思っております。

次に、教育問題でありますが、私はこういうふ

うに日本という国が戦前というものをしっかりと

清算できていない、そこで学校の先生もなかなか

教え方が難しくなっているのではないかなという

ふうなことを冒頭言ったのでありますが、教育長

の答弁ですと、個人の自由とか権利のみが優先さ

れたと。この間はしつけとかルールがなかなかき

ちっと行き届いていないとか、やはり答弁の中に

は個人が原因だとか、教師が原因だとか、やっぱ

りそういうふうな形の把握にとどまっているかな

というふうに私はお聞きしたのでありますが、や

はりそこにとどまらない、その奥の原因というの

もしっかりと把握して、今のこの問題に向かうと

いう姿勢が私は大事ではないかなということで、

かなり歴史にかかわるようなことを冒頭で述べた

わけであります。

私自身も中学校のとき社会科でやった歴史が、

何か江戸時代で、明治に入るか入らないかで授業

終わって高校に行ったのです。だから、全然戦争

のことがわからないで高校に入ったということ

で、この社会科の先生は、どうして現代のことを

教えないのだろうなといつもそういうふうに思っ

ておりました。実際本当に戦争のことは知らない

で高校、大学に行ったというのが私の認識でもあ

りました。改めて大学に入って、この日本の歴史

というのをそれなりに専門書を読んで、いや、こ

れは大変なものだなと、これでは先生はまともに

昭和に入った歴史は教えられないのだなというの

を、これは私の偏見入っていますけれども、その

ように感じて、先生は逃げたのではないかなとい

うふうに思ったりもしました。だからやっぱりそ

こら辺をしっかり日本としても教育界としてもど

うするのかというのを議論して、ではどういう教

育をしたらいいのかというのを前に進めるべきだ

ということで、冒頭で私はこれを言ったのであり

ます。

教育長は、個人の自由とか権利が優先される、

しつけとルールが守られない。これも本当に現実

だけれども、もう家庭は家庭でしっかりと団らん

できない社会になっているというのも冒頭で述べ

ました。だから、家庭でもゆっくり子供と向き合
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って親子がいろいろ語り合うという場が持てない

状況が今あるのではないかなと。先生は先生で学

校で、それこそ30人学級を早く実現すればいいの

でしょうけれども、そうでない状況で40人学級と

かマンモス校では、そういう生徒を教えなくては

いけない。先生自体がもう多忙で、個人の生徒と

向き合うという時間がなかなかない。結局家庭は

家庭で親が子供と向き合う時間がない、学校は学

校で先生が子供と向き合う時間がない。そうすれ

ば、もう子供はどこに影響して成長したらいいの

か。こういう状況が今の教育荒廃の大きな原因で

はないかなと。

だから、これは日本全国すぐ変えるというわけ

にはいかないし、当然むつ市だけで変えるわけに

はいかないので、それをとらまえながら、ではむ

つ市のできることは何かということであります。

私はやっぱり教師がしっかりと生徒と向き合え

、 、る そういう余裕……余裕とかゆとりというのは

教育長は前回誤解を与えるので使いたくないとか

という表現したのだけれども、やっぱりそういう

怠けるとかというゆとり余裕ではなくて、生徒と

しっかりと余裕を持って理解し合えるような、そ

ういう時間帯をつくれるような生徒と教師の関係

をやっぱりむつ市の教育委員会としては最大限保

障する、そういうことが本当にできる最大のこと

ではないかなと思っておりますが、そこら辺の取

り組みの状況というか、考え方というかというの

もお聞きしたい。

それと関連して、私は前の議会で教師の実態、

勤務状態の実態を調査してほしいということを言

っておりまして、これがまだ出ていなかったら、

後の議会でも聞きたいと思っておりますが、そこ

ら辺の調査もしっかり進めながら、どのような対

応をしていこうと考えているのか、そこをお聞き

したいと思います。

〇議長（宮下順一郎） 教育長。

〇教育長（牧野正藏） ただいま多岐にわたるご質

問ということで伺っておりますけれども、やはり

私も教育というのは、いわゆるゆとりといいまし

ょうか、心のゆとりがなければいい教育はできな

、 、いと このように思っているわけでございまして

日常的に疲れていて、そういう状況の中で子供を

観察するということは、やはり十分な教育を施し

たと私は言えないと思います。そういう意味での

体調を十分にしながら、あるいは気分的にも爽快

な中で教育を展開するというのが私は本来の姿だ

、 。ろうと このように思っているわけでございます

ただ、昔から教員というのは忙しいものだとい

うふうなことでよく言われてきているわけでござ

、 、いまして 私も三十数年やってきましたけれども

そうかなというふうな形で、もう忙しさがしみつ

いたという感じでいるわけでございます。ただ私

は、教員の多忙化というものをどんなふうにした

ら防げるのかなと、いつも考えているわけでござ

います。今仰せのように、むつ市においてはどう

かというのはなかなか難しいものでございます

が、やはり大きくは基本的には社会の仕組みが変

わっていかないと、私はそういうことはできない

のかなと、こういうふうに思っているわけでござ

。 、 、います といいますのは 今の状況でありますと

何かいろいろな社会的な問題、子供にかかわった

問題が出てきますと、すべて親とか学校とかとい

、 、うことで 常にもう何十年と肥大化してしまって

課題を抱え過ぎてしまって、それで先生が病気に

なってみたりというふうなことがあるわけでござ

います。やはりもう限界かなというふうに、正直

なところ私は思ってございます。

そういう意味で、このたびの教育基本法の中の

家庭の教育とか、地域の教育ということを大事に

しましょうということは非常にいいことだと私は

思っておりますが、ただ、今言ったように、家庭

も忙しい、学校も忙しい、どこも忙しいというふ
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うな忙しいだらけの日本ということであってはな

らないと。やはりこの辺あたりである程度スピー

ドをダウンさせながら、あるべき時間の使い方、

そういうものを全体で協議していただきたいし、

飛躍しますが、教育再生会議などでは、むしろ教

師の多忙化ということについてお話しいただけれ

ばありがたいと、こんなふうに思っているところ

でございます。

〇議長（宮下順一郎） 20番。間もなく申し合わせ

の時間が近づいてきておりますので、ご協力のほ

どお願いいたします。

〇20番（横垣成年） 本当に今社会全体がいい方向

にいかないと、学校の先生も大変かなというふう

に思います。

日本という国も一時はいい方向に行くきっかけ

があったのです。1991年、たしか今の週休２日制

だとかというのを実施されたのはこのあたりから

だと思います。このとき国が、通産省ですけれど

も、1991年５月にゆとり社会の基本構想というの

を発表したのです。これで日本という国のゆとり

と豊かさのある生活の実現というのを国が上から

進めようとして、それで週休２日制というのがこ

のあたりからちょっとは前に進んだのです。とこ

、 、ろが これがなかなか国民のいろんな要求だとか

政党だとか政治、議会の中でしっかり議論できな

いまま放置されて、今のようなちょっと厳しい状

況になってしまったということで、日本も国で変

えようとした時期があったのですけれども、やは

りまたこういう議論を日本は呼び起こす必要があ

るかなというふうに思っております。

それで、最後でありますが、全国学力テストを

来月やるということで、個人情報は絶対流れない

ということでありましたけれども、名前を書くと

かというのを、それこそ第一田名部小学校１組１

番、次は２番、そう書くだけでも私は十分学校で

は、それは照らし合わせることはできますので、

名前は書かなくても番号だけで参加するというこ

とはできないものかどうか、ここをお願いしたい

し、質問項目で塾に通っているかどうかというの

も事前に全部書くことになっているのです。やっ

ぱりこういう事前の書き込みというのはなしにし

て、純粋にテストだけということにできないもの

か。そこを最後確認しておきたいと思います。

〇議長（宮下順一郎） 教育長。

（ ） 、〇教育長 牧野正藏 先ほどの最初の答弁の中で

絶対に情報が漏洩しないというふうなことではな

くて、私はあってはならないということを申し上

げたところでございます。その問題用紙、答案用

紙に番号だけで済むのではないかというふうなこ

、 、 、とでございますが 確かに自分の 40名ぐらいの

あるいはまた自分の学校だけ、そのクラスだけで

あれば、そういう番号で済むと思いますが、やは

りそうではなくて、全国全体というふうな立場か

らしますと、我々大人もそうでございますが、と

かくその自分の出席番号の思い込みがあって、あ

るいは転校したり、あるいはまた去年の番号であ

ったり、私も教員の一人でございますので、問題

をチェックしますと、番号ミスというのは結構あ

りまして、我々は子供の字のくせを知っておりま

すので、これはこうだなということで訂正します

けれども、やはりこれが全国的なデータの中で動

き出しますと、なかなか修正がきかない、そして

また他人に紛れ込んでしまうというふうなことが

あろうと思います。そういうことで、名前を書い

たから、その子の情報が外へ行くということは私

はないものと、このように思っております。

といいますのは、私も受験教育といいましょう

か、何とか子供の進路を達成させるための指導を

やってきたわけでございます。その試験を通しま

して、先ほど申しましたベネッセコーポレーショ

ンあたりは非常に豊かな経験を持っているようで

ございますが、やはりその辺でも間違ってはいけ
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ないということでのセーフティーネット的な対応

、 。ではないかなと こんなふうに思ってございます

一応教育環境を知るという点での意味の、あな

たは塾に通っているかというふうな意味だろうと

私はとらえております。

〇議長（宮下順一郎） これで、横垣成年議員の質

問を終わります。

11時15分まで暫時休憩いたします。

午前１１時０５分 休憩

午前１１時１５分 再開

〇議長（宮下順一郎） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

◎斉藤孝昭議員

〇議長（宮下順一郎） 次は、斉藤孝昭議員の登壇

を求めます。58番斉藤孝昭議員。

（58番 斉藤孝昭議員登壇）

（ ） 、 。〇58番 斉藤孝昭 皆さん おはようございます

むつ市議会第191回定例会に当たり一般質問を行

います。私の質問は、平成19年度の施政方針につ

いてでありますが、予算審査特別委員会での審査

内容と一部重複するところがあるかもしれません

ので、ご了承いただければ幸いです。よろしくお

願いいたします。

初めに、市長は国の進める三位一体の改革推進

により、大変苦しい財政状況となっていると話し

。 、 、ています 大都市は 今までにない好景気に沸き

地方は倒産寸前のぎりぎりの状態を何とかしなけ

ればならないとさまざまな施策を考え、実施した

り、実施しようとしています。当市も例に漏れず

頑張っていることは私から言うまでもありませ

。 、 、 、ん 市長は 初当選したころ どんなことを考え

思い、このまちを将来どのように導こうと考えて

いたのでしょうか。今日ここまで厳しい財政状況

になろうとは想像もつかなかったと思います。し

かし、この局面をつくったのは市長であり、私た

ち議員でもあります。私たちは、その現実を真摯

に受けとめ、改革改善に積極的に取り組まなけれ

ばならないと意を新たにしなければなりません。

俗に議員は、市長寄りの与党、それに対比する野

党と言われます。私が議員になりたてのころ、地

方議会には与党や野党などというものはないと指

導されました。市長対議員でなければならないと

先輩議員から指導されたことは先ほど言ったとお

りでありますが、あえて与党というものが地方議

会にあるのであれば、与党からこそ市長に対して

意見を申し述べなければならないと私は考えてい

ます。近年にない厳しい財政状況となる平成19年

度は、現状にへこむことなく、市長の強力なリー

ダーシップにより、この局面を乗り越えるよう市

職員の努力をあわせて願うものであります。

、 、 、さて 質問の大きな枠は 施政方針の予算編成

主要施策、市役所本庁舎移転、結びという順にお

聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。

初めは、予算編成についてであります。職員給

与以外で歳出の抑制や効率化の施策は、具体的に

何を行い、金額で幾らの成果を目標としているの

かということであります。逼迫した財政状況から

脱却するためには、財政の確保が第一であるとい

いながら、税収も伸びない、国・県からの支援も

期待できない状況と市長は言っています。入って

くるのが少ない以上、出ていくものを抑制するこ

とは当たり前のことであります。しかし、市民生

活を考えると、行政サービスをこれ以上低下する

ことはなかなか難しい課題と考えます。そこで、

数年前から実施している市職員の給料カット以外

で歳出抑制の具体策、そして具体的な金額は幾ら

としているのかお伺いいたします。

次に、主要施策についてであります。特に教育
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施策についてお伺いいたします。まず、小中一貫

教育を目指す教育プランについてでありますが、

小中一貫教育については、一昨年の教育民生常任

委員会の政務調査で福島県郡山市の小中一貫教育

。 、構想を調査してまいりました 内容はさておいて

この方法は特区申請を国に行い、許可がおりなけ

ればできない事業であります。市長が言う小中一

貫教育を目指す教育プランとはどのようなものを

策定しようとしているのかお伺いいたします。

また、昨年用地取得が不調に終わり、用地取得

を初め改築工事が予定よりおくれている第三田名

部小学校改築事業は、今後どのように進めるのか

お伺いいたします。

次は、川内地区完全給食化事業であります。合

併後川内地区の学校給食のあり方については、さ

まざまな議論が交わされてきました。学校給食を

実施することは大変重要なことと思いますが、こ

の事業の詳細説明がされていません。事業内容に

ついてお示しいただければと思います。

次は、本庁舎移転についてであります。庁舎移

転については、既に用地、建物の取得が決まった

事項であります。しかし、移転のための最終議決

はまだ先の話であり、市長は平成20年度になる見

込みとしていますが、正確な期日については未定

のままであります。そこで、庁舎移転の理由に挙

げている３点について、移転決定までの間対策が

必要ではないかという観点から質問いたします。

まず、地震が来たら倒壊するかもしれないとい

う現庁舎については、移転までもちこたえるよう

な補強を施す考えはないかお伺いいたします。

二つ目は、庁舎内は迷路のようで、市役所に用

事がある市民の皆様に不便をかけていると認めて

います。そこで、新庁舎に移転するまでの間、こ

の問題を解消するため総合窓口の設置や庁内を案

内する職員の配置はできないかお伺いいたしま

す。

３点目は、本庁舎のお客様駐車場が狭いという

ことであります。市職員の皆さんには大変申しわ

けありませんが、庁舎移転までの間、通勤手段の

改善を図り、お客様用駐車場を確保できないのか

お伺いいたします。

また、本庁舎移転ということは、市のまちづく

りと関連があると市長は述べています。庁舎移転

とまちづくりの関係については再質問で取り上げ

ますので、よろしくお願いいたします。

最後は、施政方針の結びとしている内容につい

てであります。この中で合併２年目の現在、市民

には「合併してよかった 「合併しなければよ」、

かった」という声が聞かれるとしています。市長

に聞こえるこの対比した市民の声を今後議員活動

に生かしたいと思っておりますので、それぞれお

聞かせ願いたいと思います。

また、10年先、20年先を見据えた人づくりが実

を結んでくれることを心から願っているとしてい

ます。市長のおっしゃる10年先、20年先を見据え

た人づくりとはどのような事業及び施策なのかお

伺いいたします。

以上、平成19年度の施政方針について質問いた

しましたが、再質問については施政方針全般にわ

たりお聞きしたいと思いますが、通告外にならな

いよう気をつけますので、議長の配慮をよろしく

お願いして壇上よりの質問とさせていただきま

す。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

（杉山 肅市長登壇）

〇市長（杉山 肅） 斉藤議員のご質問にお答えし

ます。

まず、職員給与の削減以外で歳出の抑制や効率

化等をどのように進めるのかとのお尋ねでありま

す。議員ご承知のとおり、歳出における削減効果

として最も効果が大きく、しかも即効性のあるの

は人件費でありますが、それを除いてということ
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でありますので、人件費以外の歳出の部分でお答

えしてまいりたいと思います。

まず、行財政改革の大きな柱となるのは、昨年

３月に策定しましたむつ市行政改革大綱でありま

して、市が担うべき役割への重点化、行政ニーズ

に対応した効率的な組織の実現、財政運営の健全

化という三つの重点目標を掲げ、その具体的な実

施計画としまして、小川町保育所の民間移譲や戸

籍総合システムの導入など40項目を挙げて鋭意取

り組んでおるところであります。また、国の指針

で示されました特定の項目を集中改革プランとし

てまとめ、成果につきましてはホームページ上で

も公表しておるところであります。

取り組みの項目が多岐にわたりますので、平成

19年度から新たに始まるものに絞って申し上げま

すと、民間委託の推進では、小川町保育所に続き

柳町保育所を民間移譲してまいりますほか、公の

施設の有効活用と効率的な施設管理という点で

は、さきに御議決を賜りました牧野施設への指定

管理者制度の導入を図ってまいります。また、補

助金の整理合理化では、浄化槽設置整備事業費補

助金の対象を既存家屋への設置に限定するなどの

見直しを行っております。

なお、具体的な成果目標ということであります

が、保育所の民間移譲の場合、当面の効果額とし

ては、臨時保育士の賃金が減ることや、効率的な

運営によるコストの削減で約3,300万円程度を、

牧野施設では人件費等の抑制により約800万円程

、 、度の効果額を 浄化槽設置整備事業費補助金では

約1,000万円弱の効果額をそれぞれ見込んでおり

ます。また、固定資産に対する適正かつ効率的な

課税事務を行うために導入した固定資産評価統合

事業や地理情報システム構築事業等は、時間の経

過とともに効果が期待できる事業としてとらまえ

ておるところであります。これら歳入の確保や人

件費まで含めた全体的な目標額といたしまして

は、集中改革プランで掲げております約４億

6,000万円をめどとしながら、さらなる効果が出

せるよう努力してまいりたいと存じます。

なお、合併によるスケールメリットのみが優先

され、市民の満足感が置き去りにならないよう気

を引き締めながら取り組んでまいらなければなり

ませんが、人口減少社会の中で安定的に自立した

行政体を構築していくためには避けて通れない行

財政改革でありますので、財政状況など市が置か

れているありのままの姿を積極的に公表し、市民

皆様からのご協力をいただきながら推進してまい

りたいと考えておりますので、ご理解を賜りたい

と存じます。

次に、平成19年度の施政方針の中の小中一貫教

育を目指す教育プランについて、第三田名部小学

校改築事業について、川内地区完全給食化事業に

ついてのご質問につきましては、教育委員会の所

管でありますので、教育委員会から答弁がありま

す。

次に、本庁舎の耐震補強についてのご質問にお

答えいたします。まず、本庁舎につきましては、

昨年12月に取得した旧アークスプラザへ移転する

ため、多くの皆様のご意見をお伺いしながら作業

を進めているところでありますが、移転までには

おおよそ１年ないし１年６カ月ほどの期間を要す

るものと考えております。

これまでもご説明申し上げてまいりましたが、

現庁舎は耐震強度の観点から極めて憂慮される状

況にあります。現庁舎の現況を考えますと、庁舎

が移転するまでの間におきましても、耐震性等に

ついての自主的な点検を行い、必要最小限の改善

措置を講じ、執務に支障のないよう努めてまいり

ますので、ご理解賜りたいと存じます。

次に、来庁者のための総合案内及び庁内案内係

の設置についてでありますが、現在正面玄関ホー

ルに面し総合案内を設置し、職員１名にて対応し
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ております。しかしながら、不在時には市民ルー

ムにお越しいただくようご案内をいたしておりま

すが、適宜対応することが難しいケースもあり、

ご不便をおかけしているものと考えております。

そのために庁舎レイアウトの際にも、利用者の多

い窓口を１階に配置するよう努めているところで

ありますが、今後は庁舎入り口に掲示している案

内板や通路表示等を改善し、来庁者にご迷惑をお

かけしないよう対応してまいります。財政が非常

に厳しい折、案内職員の増員は困難でありますの

で、ご理解を賜りたいと存じます。

次に、第７点目、お客様用駐車スペースを確保

するための職員の通勤方法の改善を求めることに

ついてお答えいたします。これまでも職員の通勤

距離２キロメートル以内のマイカー通勤規制を実

施してきておりますが、この規制を徹底させると

ともに、バス路線を容易に利用できる環境にある

職員に対しましては、通勤方法を検討するよう要

請してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じ

ます。

次に 「合併してよかった 「合併しなければ、 」、

よかった」という市民の声はそれぞれどのような

ものがあるかとのお尋ねでありますが、もちろん

「合併してよかった」という声もありますが、一

方では「こんなはずではなかった」という声も少

なからずあると感じております。一般質問でもた

びたび取り上げられておりますように 「仕事が、

」、「 」、なくなった 学校を卒業しても就職先がない

「若者が減って地域に活力がなくなった」という

地方の自治体にとって共通する難しい課題を初

め 除排雪が今までより丁寧でなくなった 高、「 」、「

齢者に対する各種のサービス水準が低下してき

た」などといった身近な事柄までさまざまな声が

私に寄せられております。そうした声が出てくる

要因の一つとして、合併によって何かが変わる、

新しい風が吹くのではという期待を抱かれた方が

多くいらっしゃったと思うのでありますが、ちょ

うど合併のタイミングと時期を同じくして、小泉

政権による公共事業の抑制や地方交付税の削減な

どといった国民に痛みを強いる政策が断行された

こと、また景気回復の恩恵が中央に偏り、地方に

及んでこないという現実などから、いわば肩すか

しを食わされた状態となって、不満や不平が吹き

出してきたものととらえております。こうした背

景を受けての住民の声でありますので、抱えてい

る不安感を払拭していくには、相当の時間と経費

を要します。

そういう思いで施政方針でも述べましたが、個

々の事業としては大きく目立つものはないが、各

地区に小刻みに多くの事業を配することをキーポ

イントとして予算編成に臨みましたし、今後もそ

の姿勢を堅持してまいりたいと考えております。

、「 」その積み重ねの結果として 合併してよかった

という声が数多く聞こえてくるのを願っていると

ころであります。

次は、最後のご質問の10年先、20年先を見据え

た人づくりとはどのような事業及び施策なのかと

のお尋ねにお答えいたします。人づくりの要諦は

教育にあると考えております。一口に教育といい

ましても、学校、家庭、社会といった分野でそれ

ぞれにとらえることができるかと思いますが、

10年先、20年先を見据えた人づくりに結びつく学

校教育に関しましては、前段で関連するご質問が

ありましたので、この後教育長より答弁があると

思いますので、私からは社会教育に関して考えの

一端を申し述べてみたいと存じます。

社会教育の意味合いは、間口が広く、いろいろ

なとらえ方があると思いますが、見事に実を結ん

だ実践例として、上杉鷹山による米沢藩の藩財政

改革を挙げることができるかと思います。上杉公

が幾ら質素倹約を実践しても、それに続く家臣や

領民が殿様の意を体さなければ、あの改革は失敗



- 87 -

しただろうと考えます。当時子供たちは、大人が

倹約する姿を目の当たりにし、一緒になって耐え

忍んだことが容易に想像できますが、やがて紅花

、 、という産業を興し 藩の財政も回復するに及んで

その子供たちがその財産を次の世代に引き継ぐ役

割を果たし、今日の山形県の礎が築かれたと思っ

ております。もとより私は、上杉鷹山の足下にも

及びませんが、藩が掲げた政策を官と民が一体と

なって実践すれば、壮大な社会教育、なかんずく

人づくりがかなうものと考えます。

今私は、後の世代にマイナスの遺産を残さない

こと、そして変化の激しい時代で我がむつ市が自

立していけるだけの財政環境を整えて、次の世代

に後事を託すことを最大の務めと考えておりま

す。展望を持たない我慢を強いるべきではありま

せんが、展望を持った我慢は、時に大きな政策に

なり得るということを信じて、これからも財政再

建に愚直に取り組んでまいりたいと考えておりま

すので、ご理解賜りますようお願いいたします。

〇議長（宮下順一郎） 教育長。

（牧野正藏教育長登壇）

〇教育長（牧野正藏） 斉藤議員の小中一貫教育を

目指す教育プランとはどのようなものを考えてい

るのかについてのご質問にお答えいたします。

小中一貫教育の大きな目的の一つは、いわゆる

俗に言われております中１ギャップを解消するこ

とにあります。これは、小学校での学級担任制か

ら中学校に入ると授業が教科担任制に変わるこ

と、中学校に入った途端、学習内容が急激に増加

すること、教え方や学習進度が小学校のときと大

きく違ったりなどのさまざまな理由により、中学

校生活にうまく適応できないことが指摘されてお

ります。これが不登校という形であらわれてくる

など、この傾向は当市におきましても例外ではな

く、大きな課題の一つとなっているところであり

ます。

さらに、現在の子供の身体的、生理的な発達状

況を昔、過去と比較してみますと、今の小学校５

年生、６年生の成長は、40年前の中学校１年生に

近い状況となっております。このように現在の子

供は、身体的、生理的にも発達が進んできている

ことから、文部科学省では小学校、中学校の垣根

をなくした義務教育学校という９年制という新し

い形態の学校ができないかどうか検討するため、

広島県呉市など、全国27地域の学校を研究開発校

に指定し、小中一貫教育の研究開発に当たってい

るところであります。

また、東京都品川区、京都市、奈良市、広島県

呉市などでは、教育特区によって小中一貫教育の

実践活動を先取りしており、これらの学校の実践

、 、報告によりますと 学力の向上はもちろんのこと

子供の心の安定が保たれるなど、不登校の子供が

大幅に減少したと報告されております。

当市といたしましても、このような先進市の実

践例を見据え、９年間という長いスパンで小・中

学校が協力し、子供たちの持っている能力や技能

を系統的かつ継続的に指導して、学力の向上は言

うまでもなく、たくましい心や体の育成を図って

まいりたいと考えているところであります。この

ような視点に立って、当市におきましても、当市

に導入するとすればどのようなスタイルの一貫教

育が可能かどうかについて検討してきたところで

あります。

次に、現在のところ考えている大まかな小中一

貫教育導入のスケジュールでありますが、平成

19年度におきましては、小・中学校のＰＴＡ関係

者並びに小・中学校の校長先生などで構成する検

討委員会を組織し、具体的な内容や方向づけにつ

いて検討してもらいたいと考えております。

平成20年度には、小・中学校の間で教員が相互

に乗り入れして授業が行えるようにする教育特区

の申請をし、許可がおりれば平成21年、22年度に
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は一部の学校で試行的に導入し、実際的な研究開

発とともに、教員相互の共通理解を図ってまいり

たいと考えており、平成23年度からすべての学校

で実施できるようにしたいと考えております。

変化の激しいこれからの21世紀におきまして

は、むつ市の子供一人一人が将来自立し、社会の

一員として、それぞれの分野でたくましく生き抜

き、社会や地域の発展に寄与していくことが求め

られているところであります。そのためには、こ

の小中一貫教育を導入することにより、むつ市が

目指す子供像を市民全体に、より鮮明にし、豊か

な心、確かな学力、健やかな体を身につけた豊か

な人間性を備えた人づくりをむつ市の教育の柱に

据えてまいりたいと考えておりますので、ご理解

とご支援を賜りたいと思っております。

ご質問の第３点目、第三田名部小学校改築事業

は今後どのように進めるかについてお答えいたし

ます。議員ご承知のとおり、第三田名部小学校の

改築事業につきましては、平成17年度から進めて

まいりましたが、平成18年度において計画してお

りました現在の校地に隣接する用地の取得が困難

となりましたことから、計画が繰り越しとなって

いるところであります。繰り越しとなったことに

つきましては、第三田名部小学校ＰＴＡ役員や同

学区内町内会長の皆様に対し、説明会を開催する

など、ご理解を得る努力を重ねてきたところであ

ります。今後の計画といたしましては、現在地か

ら遠くないところに用地を取得し、早期に新しい

学校づくりに着手したいと考えております。

平成19年度におきましては、新建設用地の取得

交渉及び用地鑑定、地質調査等行い、事業を進め

ていく所存でございます。結果的には、当初事業

計画の１年繰り延べとなりますことから、校舎完

成は平成22年度となる予定でありますので、ご理

解をいただきたいと思います。

次に、川内地区完全給食化事業の内容について

のご質問にお答えいたします。本事業につきまし

ては、川内地区の保護者の皆様から強いご要望が

ありましたこと、さらには全市的な均衡ある給食

体制確立の意味からも、その早期実現に向けて鋭

意取り組んできたところであります。おかげをも

、 、ちまして 平成20年４月に川内地区の桧川小学校

宿野部小学校及び蛎崎小学校が第一川内小学校に

統合することになりましたことから、配送時間等

につきましては、文部科学省で示しております学

校給食衛生管理の基準に抵触することなく、脇野

沢学校給食センターからの配食にめどがついたと

ころであります。

教育委員会といたしましても、地域の皆様のご

要望に遅滞なく対応できるようになった大きな要

因は、川内地区の皆様の学校統廃合に多大なご理

解とご協力があったためであり、改めて感謝と敬

意を表するものであります。

さて、その内容ということでありますが、給食

を配送するための車両のほかに食器類等の殺菌の

ための消毒保管庫、運搬用コンテナ等を平成19年

度中に購入するなどの準備対応をとり、平成20年

４月からの完全給食に備えるものであります。こ

れにより市内小・中学校すべてに完全給食を提供

できることとなります。教育委員会といたしまし

ては、今後とも教育の一環として、安全で安心な

学校給食体制を堅持してまいりたいと存じており

ますので、何とぞご理解を賜りますようお願い申

し上げます。

〇議長（宮下順一郎） 58番。

〇58番（斉藤孝昭） 再質問させていただきます。

先ほどの市長の答弁につきましては、上杉鷹山

を例に挙げたすばらしい答弁で、私は少し感動い

たしました。市長を最近は余りよく思っていませ

んでしたが、市長も大したものだなというふうに

感じましたので、再質問も答弁も引き続きよろし

くお願いしたいと思います。
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先に教育委員会に再質問しますが、第三田名部

。 、小学校の件についてであります 教育長の答弁は

もう十分わかりましたが、今現在進んでいる事柄

、 、について まず代替地の見通しは立っているのか

先にお聞きいたします。

〇議長（宮下順一郎） 教育部長。

〇教育部長（宮下孝信） 斉藤議員のご質問の第三

田名部小学校建設計画繰り延べ後の用地につきま

しては、既に繰り延べ後、市長部局等と協議申し

、 。上げまして 大体の候補地を選定してございます

以上です。

〇議長（宮下順一郎） 58番。

〇58番（斉藤孝昭） 代替地どこですかという質問

は、多分してはだめだと思いますので、その代替

地を求めることによる総事業費の影響というのは

どういうものがあるかお知らせください。

〇議長（宮下順一郎） 教育部長。

〇教育部長（宮下孝信） 現在のところ、面積につ

いても確定してございませんし、金額的にどれだ

けのはね返りがあるかにつきましては、今後の鑑

定価格等をいただいた時点で取得面積等々掛け合

わせした金額で前の取得価格との差が出てくると

いうことでございますので、現時点ではまだ明確

なものがないということでございます。

以上です。

〇議長（宮下順一郎） 58番。

〇58番（斉藤孝昭） ということは、万が一、ちょ

っとひねくれると、またその代替の用地取得が困

難になって、また延びるという可能性があるかも

わからないというふうに予想しますが、全体の計

画について、今の用地取得が不調というよりも困

難になった場合、全体のスケジュール的にどうい

う影響があるのかお知らせください。

〇議長（宮下順一郎） 教育部長。

〇教育部長（宮下孝信） 前段階で取得が困難にな

っております。これにつきまして、十分事務局と

いたしても反省は反省としながらも、次の取得に

、 、当たっては万全を期すということで 土地の問題

価格の問題ということになりますから、100％完

全という事態は危惧される、全般的に設計の中で

はあり得る話ではございますが、私どもといたし

ましては、100％の交渉をしたいという決意でご

ざいます。

以上です。

〇議長（宮下順一郎） 58番。

〇58番（斉藤孝昭） 第三田名部小学校の件はわか

りました。

次、人づくりについてということでお聞きした

いのですが、市長が答えられるのだったら市長で

もよろしいのですけれども、今回の施政方針の中

に放送大学青森学習センターむつ校を開設すると

いうふうな項目があったのですが、これについて

どのような内容なのか、少し説明をお願いしたい

と思います。

〇議長（宮下順一郎） 教育長。

〇教育長（牧野正藏） 放送大学についてお答えい

たしますが、斉藤議員もご承知のとおり、放送大

学といいますのは、普通の今で言う国立大学とは

ちょっと違いまして、建物があってというのでは

なくて、これは通信制大学でございます。日本で

初めてのと、要するに国で出資する放送大学とい

うふうなことととらえていいと思いますが、これ

を新年度に入りまして、予算を議会で認めていた

だけましたら、早速５月あたりに調印式を行いま

して、開所式ということで開いていきたいと、こ

のように考えております。その場所は、むつ市立

図書館の一角といいましょうか、自習できるよう

な体制をとっていきたいと、このように考えてい

るわけでございます。

概略を申し上げますと、通信制大学でございま

すので、テレビあるいはまたＣＤとか、ビデオと

か、そういう衛星放送などを使ってその場でも勉
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強できますし、あるいはまたカセット、ビデオを

借りていって、自分のうちでも自習できるという

ことでございます。これは、４年間頑張れば大学

の資格も、要するに学士の称号も得ることができ

るということでございますし、いや、そこまでい

かなくとも、私の今専門としている分野について

集中的に数科目勉強したい、科目履修、選択教科

をしたいという人につきましては、１科目１万

1,000円だと記憶しておりますが、納めますと、

何年かかりましても、それを履修することができ

るということでございます。これを積み上げるこ

とによって、大学卒は今のところは放送大学も

124単位取得すれば学士の称号を得るわけでござ

いますが、しかし今は生涯学習社会というふうな

ことでございますので、自分の趣味とか、あるい

はまた資格を取るとかというふうなことで利用す

ることも大いに大事なことではないかなと、こん

なふうに思っています。300科目を用意いたすこ

とにいたしまして その講師陣 教授は約1,000名、 、

でございます。

受験資格はどうかと申しますと、15歳以上で意

欲のある方であればどなたでも結構ということで

ございます。では、現在日本の放送大学はどうい

うスタイルになっているかと申しますと、千葉市

に本部がありますが、あとは各都道府県に合わせ

て57カ所学習センターというのがあります。青森

県の場合につきましては、青森学習センターとい

うことで弘前大学に、もう一つは八戸市の八戸サ

テライトスペースと申しまして、ユートリーの中

に二つあるわけでございます。したがいまして、

むつ市からでありますと、弘前大学に行くか、あ

るいはまた八戸駅前のユートリーに行くかという

ふうな大変な不便をかけてきたわけでございます

が 現在むつ市 下北郡から入学している方は27名、 、

ございます。そのうちむつ市の方は25名でござい

ます。大方やはり八戸市の方が近いのかどうかわ

かりませんが、20名ちょっとの方が八戸市のユー

トリーの方に通っておりまして、あと五、六名は

弘前大学というふうなことになっているわけでご

ざいます。今後は、私どものむつ市立図書館でも

大方100分の85から90ぐらいの時間はこのむつ市

でも受講できるということでありますので、大い

に生涯学習に貢献できるのではないかなと、こん

なふうに思っているわけでございます。そうしま

すと、私どもは小・中学校、高等学校、そして高

等教育機関というふうなことで初めて一体化する

わけでございます。その名称は、こんなふうに考

えてございます。これは、放送大学の本部と相談

して、この方がいいでしょうという内々の了解を

いただいているわけでございますが、放送大学青

森学習センターむつ校というふうな名称で開所し

ていきたいと、このように考えているところであ

ります。

以上でございます。

〇議長（宮下順一郎） 58番。

〇58番（斉藤孝昭） その放送大学を開設するのは

よくわかりました、内容もよくわかりました。そ

れを、市民の皆さん、また周辺地域の皆さんにど

ういうふうに広報するのか、再度お伺いします。

〇議長（宮下順一郎） 教育長。

〇教育長（牧野正藏） 入学、要するに大学への入

学時期はいつかということがまず一つあろうと思

っておりますが、１年間のうち２回ございます。

１回目は４月でございまして、次は10月の入学と

なりますが、実は我々は本当は、今からもうＰＲ

を図りたいところでございますが、やはり予算が

あって、議会の議決を経なければ走ることができ

ないというふうなことで、今水面下で準備を進め

ているところでございます。したがいまして、５

月の中ごろに放送大学と市長が調印式を行って開

所するということでございますので、今はもう既

に４月からの一般放送大学全体で、２月15日まで
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の締め切りで４月以降の入学の申し込みを受けて

おりますし、ただ、今言ったように、むつ市で開

所しますよということはちょっと言えないのが非

常に残念でございますけれども、一応全体的には

もう募集を始めて完了しているところでございま

す。したがいまして、むつ市で開所されるならば

ということになりますと、やはり10月からの入学

というふうなことになろうと、このように考えて

いるところでございます。鋭意そのＰＲに努めて

いきたいと、このように考えております。

〇議長（宮下順一郎） 58番。

〇58番（斉藤孝昭） 教育委員会を終わって、今度

は市長にお伺いします。

施政方針の中で庁舎移転と市のまちづくりとは

関連があるというふうに言っていました。中心市

街地活性化計画という前に策定したものがあるの

ですが、それと庁舎が移るということは、市のま

ちづくりと関連があるということの整合性につい

て、ちょっと市長のお考えをお聞かせ願いたいと

思います。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

〇市長（杉山 肅） 中心市街地活性化計画は、も

う大分、何年前ですか、制定したものでありまし

て、むつ市の場合２カ所になっております。旧田

名部駅周辺、それから大湊駅周辺ということにな

っておりますが、市役所の位置が変わるというこ

とは、それらの計画には直接的な影響はないと考

えます。ただ現在の市役所は旧国道からの接続で

ございまして、どちらかというと、当時は新しい

まちをつくるという考え方で市役所を建設したよ

うでありますが、今回は国道338号に接する場所

になりますし、まだ周辺に開発の可能性もありま

す。また、その前に幾分かの人口の増加もされて

おります地域でありますから、そのような観点で

交通の便がよくなるのか悪くなるのかということ

になりますと、私はよくなる方に手を挙げたいと

思っております。そのようなことでありまして、

重ねて申し上げますと、中心市街地というのは古

い時代の田名部町と大湊町の中心地とされていた

場所の活性化計画であります。地名も中央という

地域に近い場所に移ることになりますので、初め

て大型合併が済んだ本当の意味の真ん中に市役所

が移るということになるのではないかというふう

に考えています。でありますから、まちづくり計

画に多大な影響を与えることになるのかどうかの

予測は、今の時点では幾分不透明ではないかと考

えております。

〇議長（宮下順一郎） 58番。

〇58番（斉藤孝昭） 今の市長の答弁から予測する

と、中央町が中心市街地になる可能性があるとい

うふうなことに感じましたが、そういうことにな

るのでしょうか。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

〇市長（杉山 肅） 旧むつ市の町名のつけ方は、

昭和40年代になされておるわけであります。その

ときに「中央町」ではなくて 「中央」という町、

名になっておりますが、その時代に、今日のよう

なにぎわいはまだなかった時代に「中央」という

町名がついて、徐々にまちの真ん中であるという

意識があの土地を活用される方々に芽生えてきた

。 、ものと思っております それが一昨年の合併以来

本当に青森県一広い地域面積を持つ新しいむつ市

の中央に、国道の、かつてはバイパスであったわ

けですが、今では本道の意味を持つような道路、

さらに現在大湊上町のあたりでとまっております

大湊地区のバイパスを開発することによって、交

通の便も飛躍的によくなる可能性を今秘めており

ます。平成19年度では、水源地公園の橋の建設に

着手できるような状況になりつつあるようであり

ます。そういうさまざまな要素を考えますと、議

員がおっしゃいますような構想の姿に結びついて

いくのではないかと考えております。
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〇議長（宮下順一郎） 58番。

〇58番（斉藤孝昭） 今庁舎移転の件に関しては、

議員の皆さんもそうですが、市民の皆さんも大変

興味を持っている事項であります。むつ市発足以

来のまずは大事業ということで、今の市長のお話

のように、もしかすれば中心市街地が庁舎の周辺

に移るかもわからないとかというふうな勝手な予

想もされるわけです。ということで、できれば早

い時期にまちづくりのビジョンをつくって市民に

公表してもらいたいと思いますが、いかがでしょ

うか。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

〇市長（杉山 肅） 平成19年度にまちづくり計画

の見直しといいましょうか、新しくといいましょ

うか、精神的には新しいという考え方の方が正し

いと思いますが、そのような方向で検討をすると

いう段取りになっております。

〇議長（宮下順一郎） 58番。

〇58番（斉藤孝昭） 先ほど財政の削減効果のとこ

ろで、市長は４億6,000万円ほど削減効果がある

というふうな話をしていましたが、４億6,000万

円削減したものを違うものに使えれば、本当は一

番いいのですけれども、財政が厳しいということ

で、それは歳出が減っただけで新しい事業にはな

かなかその金額を向かわせられないというのが今

のむつ市の現状だと思います。

そこで、きのうの予算審査特別委員会の中でこ

んなおもしろい話があったのです。用地造成事業

会計ですが、総額で約14億円みちのく銀行から借

りていて、毎年利息だけ払っている状況にあると

いうことでありました。そうしたら、完済まで何

年かかるのということを聞いたら、140年という

ふうな話だったのですが、その財政効果があらわ

れた都度、この140年を１年でも２年でも少しず

つ短くしたり、一括返済したりするというふうな

施策も必要ではないかということをきのうちょっ

と考えたのですけれども、市長、今の話を聞いて

どうでしょうか。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

〇市長（杉山 肅） 予算審査をされたわけであり

ますから、私は予算審査特別委員会に出席義務が

ない立場でございまして、実はあの会計は公共用

地を取得した会計なのであります。それで、その

取得した公共用地が実は軟弱な地盤の財産があっ

たりしまして、その土壌改良をやったというよう

なことで、土地の取得費だけでなくて、そういう

土地を使いやすくするための費用も含まれた結

果、15億円ぐらいに膨れ上がり、現在は利息だけ

でなくて元金も払っているのです、多少ではあり

ますが。そういう会計でありますので、簿価で、

帳簿価格で８億円ほどの土地を保有している会計

なのです。それを現在で見直しをすればどのくら

いになるかということを早く計算しておけという

指示を私はしております。もう道路のできそうな

ところだというので買わせられたところになかな

か道路が通らないといったようなこともありまし

て、土地開発公社で損をしているような会計とは

違って、むつ市の開発のための会計ということで

ありますので、土地がうまく売れると、かなり早

い時期に３分の２ぐらいは返済可能な会計である

という理解を私はいたしております。今の青森県

の財政がよくなれば、実は一番大きな柱になるの

が大瀬橋、それから下北橋の間に橋をかけて、道

路もその先に延ばしていくと。今昭和町団地とい

うのが県営でありますけれども、そこのあたりに

道路を結んでいけば売却が可能になるという土地

、 。であるわけでありますから そうなってほしいと

願ったのは二十数年前から願っているのでありま

すが、なかなかそれが実現しないというのであり

ます。まちが活気を帯びてくれば、それに応じて

土地の売却も可能になるだろうという期待は持っ

ております。
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〇議長（宮下順一郎） 58番。

〇58番（斉藤孝昭） あした以降の一般質問でだれ

かが質問する予定になっていますが、今まさに国

会で審議中の財政連結決算にしましょうというふ

うな国の施策が、今法案が通れば、この14億円が

負債に乗ってくるわけですね。すると、間違いな

く準用財政再建団体の基準を大幅にクリアして、

一発で準用財政再建団体になるというふうな現状

になると思います。法律の内容がどうなるかは別

として、やはり利息だけ毎回払っているというふ

うな状況は早目に回避しなければならないと思っ

ておりますので、市長の言うとおり、売れればい

、 、 、いと思いますが 売れなくても できれば予算に

財政に余裕があるときは、その都度返していくと

いうことにしていってほしいなというふうに思い

ます。

もう一つ、こういうのがありました。下北医療

センターへの運転資金として毎年15億円無償貸付

しているという話であります。普通運転資金とい

うことは、ただ回す、見かけのお金を回すだけと

いうふうに私は感じていますが、下北医療センタ

ーは、その運転資金をもらわないと財務運営でき

ないのかというふうなことを思っていますが、市

長は下北医療センターの財務状況を把握している

のでしょうか。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

〇市長（杉山 肅） 市長という立場で当然把握し

。 、ていなければなりません 公立の病院に対しては

国の交付税措置がございます。交付税の中にむつ

総合病院の運営のための分も含まれておりますか

ら、無償で貸しているのではなくて交付している

金でありますから、それは何の疑いもなく支出を

いたしております。ただ、一時的にむつ市の会計

が厳しいときにむつ総合病院に支出する分を控え

ていたという過去の財政運営の仕方もあるわけで

ありまして、そういう意味ではただいまの斉藤議

員のご質問とは意味合いの多少違う交付でありま

、 。すので そのようにご理解を願いたいと思います

〇議長（宮下順一郎） 58番。

〇58番（斉藤孝昭） ただ、きのう聞いたら、４月

１日で15億円下北医療センターに交付すると言っ

ているのです。むつ市の財政状況もよくないとい

うことで、４月、年度の決算を打ち切るのは、詳

しくはいつかわかりませんが、その間の１カ月ぐ

らいの間は銀行から一時借入金として借り入れし

ているわけですね。よそから借りたのに、国から

交付されるかされないかはわかりませんが、また

そのまま15億円も無償貸付するというそのやりと

りが果たしていいのか悪いのかということになる

と、私は単純によくないのではないかなというふ

うに思っているのです。そこのところを市長はど

ういうふうに考えているのか教えてください。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

〇市長（杉山 肅） むつ総合病院は、厚生労働省

と総務省が共同で検討して、青森県の指導によっ

て経営健全化計画というのを提出しておりまし

て、それには一般会計からこれくらいのお金を支

出しなさいという指示があります。そういう金で

ありますから、貸しているのではないのです、交

付しているのです。４月１日以降です。４月１日

にただちにその金を繰り出ししていくということ

では決してないのでありまして、それはそれぞれ

一般会計の財政事情、病院の運営資金の問題とい

ったようなものを総合的に判断しながら交付する

のでありまして、４月１日ただちにということで

はありません。

〇議長（宮下順一郎） 企画部長。

〇企画部長（渡邉 悟） 補足説明いたします。

ただいまのお金でございますけれども、これは

通常の地方公営企業法に基づいて繰り出している

額ではなくて、完全に運転資金として、病院の方

もお金は当然ありませんから、うちの方もそうで
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すけれども、その間使うのに当面の運転資金とし

て当初に貸し出しする額でございます。これは、

むつ総合病院にいろいろ事情があって、工面でき

ない部分もございますけれども、これは全額その

まま返してもらうお金でございます。

〇議長（宮下順一郎） 58番。

間もなく時間でございます。

〇58番（斉藤孝昭） 最後に、前回も一般質問した

のですが、昨年売却した旧市営大湊野球場のこと

についてであります。今年度の予算に、たしか

2,000万円で道路改修するというふうなことにな

っていたと思いますが、土地を安く売って道路を

直してあげるのか、それとも道路を直してあげて

から高く売るのか、どちらの方が効率的なのか、

市長の考えをお知らせください。

（ ） 、〇議長 宮下順一郎 通告範囲外というふうに私

解釈をしたわけですけれども、予算審査特別委員

会でもご質疑をなさり、また総括質疑の場面もあ

りましたけれども、斉藤議員、続けますか。

〇58番（斉藤孝昭） 取り下げします。

〇議長（宮下順一郎） ご協力ありがとうございま

した。

これで、斉藤孝昭議員の質問を終わります。

昼食のため午後１時半まで休憩いたします。

午後 零時１４分 休憩

午後 １時３０分 再開

〇議長（宮下順一郎） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

◎慶長德造議員

〇議長（宮下順一郎） 次は、慶長德造議員の登壇

を求めます。51番慶長德造議員。

（51番 慶長德造議員登壇）

〇51番（慶長德造） むつ市議会大畑クラブの慶長

德造でございます。むつ市議会第191回定例会、

３月定例会に当たり一般質問を行います。

今回通告してあります項目は、行政評価制度の

。 、１項目であります この行政評価につきましては

昨年３月のむつ市議会第187回定例会で斉藤孝昭

議員が一般質問で取り上げております。そのとき

の市長の答弁では、行政評価は理論的にはやるべ

きことだと私は考えております、しかしながら県

内の調査結果では、私から言わせると、さして成

果は上げておられない、システムはつくったけれ

ども、稼働させていないと言っても仕方がないの

では。また、岩手県滝沢村の助役をやった熊坂さ

んからいただいた行政評価に関する本や総務省あ

たりから出ておる国の方針などについてもいろい

ろと話をされております。そして、住民への説明

責任については、決算議会などに提出されており

ます報告書等でそれなりの説明責任は果たせるの

ではないか、新しいシステムをつくっても、他の

自治体でも例があるように、稼働されていないの

では仕方がない。大体以上のような答弁をされて

おります。このことから、今の段階では時期尚早

である、屋上屋を重ねる懸念もあると言っている

のではないかと、私はそのように理解したのであ

ります。しかし、この行政評価制度は極めて重要

かつ先進的なシステムであります。

昨年の３月定例会で取り上げました斉藤孝昭議

員も申されておりますが、地方自治を取り巻く環

境は、国の進める三位一体の改革、地方分権、財

政の健全化、少子化対策など極めて厳しい状況と

なっております。そういう中でも情報公開を初め

とする住民ニーズの多様化に対応することは当た

り前の時代であります。この財政が極めて厳しい

状況下で何が必要か、何が必要でないか、何から

先に実施していくべきか、最少の経費で最大の効

果を上げる、その選択が極めて重要であります。

、 。そして それを見きわめる主体は市民であります



- 95 -

これが当たり前のことであり、行政、市民もこの

当たり前の原則を再確認したうえでまちづくりを

進める必要があると言われております。

行政評価システムは、これらに的確に対処する

一つの手法であり、自治体の実施計画や予算編成

に反映されるものであります。このシステムを導

入することにより、住民のニーズに対応した政策

や事業を、効率的かつ効果的に進めることができ

るのであります。このことから、全国あるいは県

内でも真剣に検討され、既に実施されている自治

体も相当あると聞いております。この行政評価シ

ステム制度はもっともっと力を入れて検討する必

。 、要があると考えるものであります しかしながら

さきのむつ市議会第187回定例会での市長答弁で

は、この制度は非常に複雑でわかりにくいところ

が多いとのことであります。そこで、昨年の５月

26日、総務常任委員会の行政視察として行政評価

制度実施で非常に優秀な先進地と言われておりま

。 、す埼玉県の志木市で研修いたしました ここには

次々と全国の自治体から研修に来るというお話で

ございます。外で研修する機会の少ない私として

は大変勉強になりました。そこで、この志木市の

事例を紹介して、この方式による行政評価システ

ムの実施について市長の所見をお伺いするもので

あります。

志木市は 人口６万7,000人 世帯数２万7,400世、 、

帯、議員定数30名、人口、世帯数は当市とほぼ同

じであります。議員定数は、むつ市の本年10月任

期満了による選挙の定数と同じであります。そう

いう機構等の大きさからも非常に参考になる自治

体であります。

気になる財政状況についてもう少し紹介をした

いと思います。資料によりますと、平成16年度の

比較では 一般会計の規模は むつ市285億3,800万、 、

円に対し、126億1,200万円少ない159億2,600万円

となっております。内訳を見ますと、市税はむつ

市の57億1,129万円に対し、36億4,990万円多い

93億6,128万円であります。地方交付税は、むつ

市の106億4,900万円に対し、45億4,900万円少な

い61億円となっております。財政力指数では、む

つ市の0.383に対し、志木市では0.881と倍以上で

あります。最も重要な経常収支比率では、むつ市

の103.8、これは経常収入だけでは経常支出に対

応できない数値であります。これに対して志木市

では89.7、非常によいとは言われないが、現在の

厳しい状況を考えると、90を切っておることは努

力の成果であると考えられます。なお、公債費比

率ではむつ市の19.8に対し、10.5と半分程度の数

値であります。

なぜこのようなことを申し上げたかといいます

、 、と 財政的に決してそんなに悪くない志木市でも

、 、現在の国の改革 また将来の厳しい状況を予測し

行政評価制度を先取りして持続可能なまちづくり

に取り組んでいるのであります。準用財政再建団

体に転落しかねない綱渡り的な財政運営を強いら

れているむつ市こそ、この行政評価システムを早

急に実施して、市民とともに考え、行政、市民双

方の理解と合意のもとに一日も早く財政危機を克

服すべきと考えるものであります。このことを言

いたかったのであります。

志木市の行政評価制度について申し上げます。

詳しいことは、時間の関係もあり省略しますが、

非常にわかりやすい、比較的簡明な方法で実施し

ております。まず、基本となる志木市行政評価基

本条例をつくり、この中で公募による行政評価委

員５名により行政評価を実施するとあります。こ

こが非常に重要なところであります。普通このよ

うな審議会などの委員は、行政側が任命、選定す

、 、るわけでございますが ここは公募いたしまして

私がそれをやりたい、私にやらせてくださいとい

うふうに手を挙げた市民によって委員会をつくっ

て審議し、行政評価をするわけでございます。実
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際の運営は、市民にわかりやすい開かれた行政評

価制度として、目的には市民が行う行政評価の結

果を市政に適切に反映させ、市民の視点に立った

効果的かつ効率的な市政を推進し、もって市民に

。 、対する説明責任とするとあります 基本方針には

透明性及び公平性の確保、公開の原則、成果重視

による行政運営、行政資源の有効配分、職員の基

本姿勢となっております。

評価の対象となる事業として、一つ目は、一つ

の年度の事業費が100万円以上の事業、ただし工

。事にかかわるものについては500万円以上の事業

二つ目は、当該年度から、その翌々年度までの事

業費が300万円以上の事業、ただし工事にかかわ

るものにあっては1,000万円以上の事業。三つ目

は、このほか市長が特に重要と認める事業。以上

を対象事業としております。

次に、評価の種類は当該年度の翌年度から新た

に実施をしようとする事業の必要性について行う

事前評価と、複数の年度にわたり継続して実施す

る事業状況及び達成度についてそれぞれ当該年度

が終了した後に行う事業評価となっております。

評価の実際の手順としては、まず所管する部局

による自己評価を行い、次に公募による５名の評

価委員会のよる市民評価となります。最後に、こ

の自己評価及び市民評価を経たうえで市長による

総合評価がなされる手順となっております。この

評価結果は、公告式条例に基づく公示、市のホー

ムページ、広報紙等により公表されるとなってお

り、市議会には年１回報告書を作成して報告する

とあります。その評価結果は、予算編成、人事管

理等の政策などの策定及び実施に活用するものと

あります。また、議会の審議の中で市民の意思が

十分反映される議論が期待されるものでありま

す。この行政評価が毎年実施されることにより、

評価サイクルが完成し、市民参加型の行政評価が

実現されるのであります。

ただいま申し上げましたこの方式は、極めてわ

かりやすく、すぐにでも実施可能なシステムであ

ります。これにより職員の意識改革も行われ、ま

た市民の行政参加も身近なものとなります。この

行政評価制度は、合併に当たって作成された新む

つ市の新市まちづくり計画の「人と自然が輝く

やすらぎと活力の大地 陸奥の国」を目指しての

第Ⅳ章、新市まちづくり基本方針２に明記されて

おります住民参加による一体的なまちづくり、新

たな行政システムづくりに最もマッチするもので

あり、行政、議会、市民協力による活力ある新む

つ市の実現が期待できるのであります。以上のこ

とについて、市長の考えをお伺いするもでありま

す。

、 、次に この志木市方式による行政評価を明年度

平成19年度からの実施についてであります。合併

後の新むつ市は、旧合併市町村の厳しいあらゆる

事務事業をすべて引き継いでおり、そして逼迫す

る財政を初め医師不足と大きな赤字を抱える病院

経営、経済の低迷による雇用不安、少子高齢化対

策、教育や福祉対策、そして経済の活性化など難

問山積みの現況であります。これらを解決するた

めには、何としても６万7,000市民の理解と協力

が不可欠であります。そのためにも市民参加のこ

の行政評価制度を早急に実施して、行政、市民、

議会が一体となって将来に向けて持続可能な新む

つ市の発展を図るべきと思います。

以上のことから、この志木市方式による行政評

価制度を明年度、平成19年度から実施すべきと思

いますが、市長の考えをお伺いいたします。

以上で壇上の質問といたします。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

（杉山 肅市長登壇）

〇市長（杉山 肅） 慶長議員の行政評価について

のご質問にお答えいたします。

、 、まず 埼玉県志木市方式についてでありますが
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志木市は市民委員会の設置や行政パートナー制度

の導入により、市民とともに市政を運営するとい

う市民協働の理念を具体的な組織、制度として実

施しており、これからの地方行政のあり方におい

て先駆的な自治体であり、当市としても学ばねば

ならないものがたくさんあると認識しているとこ

ろであります。また、行政評価制度においても、

市民との協働作業による行政活動の質の向上を究

極の目標として、完全な公募による行政評価委員

会を中心に据えて、行政、市民、議会の連携をと

りながら改革を進めているまさに理想的な制度で

あると評価したいと思います。

志木市は、平成元年から行政内部の評価を行っ

ていた経緯があり、平成14年度からこのような市

民主体の行政評価システムを構築する下地があっ

たようでありますが、審議会等の組織のすべてに

おいて、以前から市民を公募する体制をとってお

り、政策、提言、能力を備えた人材が育っていた

ということもこのような市民協働の制度を短期間

で取り入れていくことが可能だった要素ではない

かと考えております。

次に、平成19年度からの実施についてでありま

すが、平成19年度は行政評価制度導入の検討の年

とさせていただきたいと考えております。その後

試行、そして実施というように段階的に取り入れ

ていくことを考えております。平成19年度には、

新市としての長期総合計画が策定されます。手法

としては、その計画を具体化する施策、事業につ

いて評価を加えていくということになりますの

で、長期計画策定後、予算措置がなされている事

務事業をその計画の項目に沿って整理し、評価の

手順を整えていく準備期間が必要となります。

、 、また どのような行政評価制度を構築するかは

行政評価の目的をどこに置くかということに大き

くかかわるものであります。行き着くところ、事

務事業の見直しにより経費削減が図られただけだ

ったということにならないよう、伸ばすべき施策

にはしっかり力を入れ、縮小または撤退すべき施

策をはっきりさせることができる制度を外部評価

も取り入れながらつくり上げていく必要があると

考えておりますが、どのような制度を構築するに

せよ、基本となるのは事務事業の担当課の自己評

価であります。当市では、いわゆる成果主義的な

評価により政策決定する過程が組織的にはとられ

ていない現状にあるわけですので、そのような考

え方に対する職員の教育というところから始める

必要があります。いずれにいたしましても、十分

な検討と準備時間をとらせていただいて、むつ市

に適した行政評価制度を段階的に構築することと

いたしますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（宮下順一郎） 51番。

〇51番（慶長德造） 大変前向きなご答弁でござい

まして、ほぼ質問に沿った答弁であると思ってお

ります。

、 、 、まず 平成19年度 来年度からこれに着手して

それなりの調査を経たうえで実施するということ

でございますので、ひとつ拍車をかけて、実施し

ていただきたいと思います。これを実施すること

により、将来に向けて持続可能な新むつ市の発展

が出てくるものと考えております。そういうこと

でございますので、新市の発展を念願してこの質

問を終わりたいと思います。

最後でございますが、１月には市長が病気治療

のために入院されまして、滞りなく治療が終わり

まして１月の末に退院され、ただちに公務に復帰

されたということは大変喜ばしいことだと思って

おります。これからも健康に留意されまして、む

つ市のために活躍することを念願、祈念して質問

を終わります。ありがとうございます。

〇議長（宮下順一郎） これで、慶長德造議員の質

問を終わります。

２時５分まで暫時休憩いたします。



- 98 -

午後 １時５２分 休憩

午後 ２時０５分 再開

〇議長（宮下順一郎） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

◎千賀武由議員

〇議長（宮下順一郎） 次は、千賀武由議員の登壇

を求めます。42番千賀武由議員。

（42番 千賀武由議員登壇）

〇42番（千賀武由） むつ市議会大畑クラブの千賀

。 、でございます さきに通告申し上げましたとおり

むつ市議会第191回定例会に当たり一般質問をさ

せていただきます。市長並びに理事者の皆様には

誠意あるご答弁をご期待申し上げます。

質問に入ります前に、市長におかれましては、

このたびの入院で手術され、無事退院なされまし

た。そして、職務に復帰されました。まことにお

めでとうございました。今後もご自分の体を大切

にして 「人と自然が輝く やすらぎと活力の大、

地 陸奥の国」を目指して、さらなるご奮闘を願

うものであります。

それでは、質問に入らせていただきます。第１

点目は、大畑地区の市営住宅の改築についてであ

ります。この件については、私はむつ市議会第

185回定例会のむつ市過疎地域自立促進計画の議

案でも質疑をしております。市営住宅の整備は、

定住促進を図るうえでも生活基盤としても欠かせ

ない重要な事業でございます。大畑地区の現在の

市営住宅は、昭和51年から昭和55年度までに建設

されたものであり、築27年から、古いものは31年

と老朽化が進んでおり、居住者の方々からも快適

な市営住宅の改築が望まれているところでござい

ます。合併時、私は議員の皆様とむつ市管内視察

の際、川内地区の整備をされたあの快適そうな市

営住宅を拝見させていただきまして、大畑地区の

市営住宅改築に意を強くしたところでございま

す。そこで、大畑地区の市営住宅についてお伺い

をいたしたいと思います。

、 、一つは 改築計画はいつごろになるでしょうか

お伺いしたいと思います。

二つ目は、建設場所は現在の場所なのか、別な

場所を考えているのかお伺いをいたしたいと思い

ます。

第２点目でございます。大畑地区の土地利用に

ついてでございますが、大畑消防署庁舎建設に係

る当初の建設予定地が、地盤の不安定により別の

候補地の選定となったところであり、現在候補地

の買収等るる建設に向けて進んでいることはまこ

とに喜ばしいことであります。そこで、当初の建

設予定地であった消防署用地の今後の利活用につ

いてどのようにする考えなのかお伺いをいたした

いと思います。

第３点目は、廃校になった佐助川小学校の利活

用についてお伺いをいたします。少子化と過疎化

の急激な進行に伴う児童・生徒の減少から、平成

18年４月、佐助川小学校が廃校となったことはま

ことに残念であり、まだ記憶に新しいところでご

ざいます。学校がなくなり、地域との行事もなく

なり、地区住民の一抹の寂しさがひしひしと身に

しみておるところでございます。そこで、まだあ

の立派な佐助川小学校校舎と体育館を今後どのよ

うに利用していく考えなのかお伺いをしたいと思

います。

最後の４点目でございますが、少年の非行防止

対策についてお伺いをいたします。社会構造、そ

して経済情勢の変化に伴い、核家族化の進行、夫

婦共働き家族の増加により、子供が学校から帰っ

ても保護者である親がいないことなどから少年の

非行化は年々増加の傾向であり、また低年齢化の

現状にあります。当むつ市においてはどうでしょ
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うか。高校生のゆすり、たかり、あるいは中学生

の飲酒、喫煙、校内暴力等の傾向はないでしょう

か。次代を担う青少年を健全に育成することは、

家庭、学校、社会の３者の責任であると考えます

が、それぞれの責任にどう対応しているのか、ど

う対応しなければならないのかを承りたいのであ

ります。

そこで、１点目として、非行防止に果たすべき

家庭の責任も大であると考えますが、非行少年の

育っている家庭はどういう環境であるのか。例え

、 、ば共稼ぎ家庭に多いとか 片親の家庭に多いとか

そういう家庭環境に起因するものがあるかない

か。あるとすれば、その改善策をどのように考え

ているかお伺いをいたします。

第２点目としては、学校の問題でございます。

非行化した児童・生徒に対して教師は避けて通

り、真っ正面から受けとめて改善のための努力の

姿勢は見受けられないのが通常でありますが、こ

うした教師のあり方に対してどのように指導して

いるかお伺いをしたいのでございます。

以上、壇上からの質問といたします。よろしく

お願いいたします。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

（杉山 肅市長登壇）

〇市長（杉山 肅） 千賀議員にお答え申し上げま

すが、冒頭病気見舞いをしていただき、今後の活

躍に期待を寄せていただいたことにありがたく心

から御礼を申し上げたいと思います。

ご質問にお答えいたします。市営住宅の改築に

ついて、２点のご質問でありますが、関連いたし

ますことから、一括してお答えいたします。

まず、ご質問の外山団地の建設経過を振り返っ

てみますと、旧町営住宅の一部は現庁舎敷地内に

整備されておりましたが、県立大畑高等学校建設

用地隣接地を取得した際に、現在地に移転建設さ

れたと伺っております。交通が不便な立地条件下

にある団地でありますことは、議員ご発言のとお

り、同様の認識でございます。

現在市では、合併後新市における住宅政策の整

合性を図り推進するため、今年度住宅政策推進調

査によりますむつ市公営住宅ストック総合活用計

画の策定を進めているところでございます。この

、 、計画では 基本となる市営住宅必要戸数等を定め

、 、 、既存ストックの状況を整理し 建替え 戸別改善

維持保全、用途廃止の手法を選択するもので、計

画期間は平成27年までの10カ年として検討してい

るところであります。ご質問の大畑地区の外山団

地は、昭和52年度から昭和55年度までの４カ年で

31戸を整備したもので、建設後27年から30年経過

した住宅であります。外山団地同様、旧むつ市金

谷団地等を含め、建設年度が同年代である団地に

ついては、計画期間内に耐用年限まで達しないこ

とから、居住性の向上を図る戸別改善で対応が可

能であると考えているところであります。

なお、公営住宅ストック総合活用計画の期間は

10年間としてありますが、社会情勢等の変化を考

慮し、中間年度であります平成23年度に計画の見

直しを行うことも必要との認識であります。いず

れにいたしましても、公営住宅については財政状

況を見きわめながら、一体的な整備を図り、住民

福祉の向上に努めてまいる所存でありますので、

ご理解願いたいと存じます。

次に、大畑地区の土地利用に関連して、当初建

設予定地であった消防署用地について、今後利活

用の計画はあるのか、あったら示してほしいとの

お尋ねであります。千賀議員ご承知のことであり

ますが、平成13年度に民有地及び県有地、合計

5,491.9平方メートルを消防署庁舎建設用地とし

て購入した県有地が河川敷用地を整備した土地で

あったことから、極めて軟弱な地盤であることが

判明し、消防庁舎建設地には適さないため、昨年

新たに建設予定適地を模索し、選定したところで
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あります。お尋ねの用地につきましては、非常に

軟弱な地盤でありますので、地震時の液状化現象

など技術的に検証しなければならない課題も多

く、現在のところ、その利活用の検討という段階

には至っておりませんので、ご理解をいただきた

いと存じます。

〇議長（宮下順一郎） 教育長。

（牧野正藏教育長登壇）

〇教育長（牧野正藏） 千賀議員ご質問の廃校した

佐助川小学校の利活用についてお答えいたしま

す。

ご存じのとおり佐助川小学校は、昭和９年に設

置され、昭和55年度に校舎を、昭和61年度に体育

館を改築いたしましたが、平成15年度に在籍児童

がいなくなり、平成16年、平成17年度の入学予定

者もないことから、木野部、赤川町内会の承諾を

いただきまして、平成18年４月より閉校したとこ

ろでございます。

閉校後の施設利用につきましては、両町内会と

数回にわたり協議を重ねた結果、使用に関する要

望がなかった経緯もありまして、現在大畑地区で

収集された民具と発掘出土、遺物の保管等市の施

設として利用しているところでございます。議員

ご発言のとおり、校舎、体育館ともに十分活用可

能な建物ではありますが、教育委員会といたしま

しては、大畑地区で発掘収集された文化財の集積

保管及び文化財審議委員や専門家による研究、集

積の場として、今後とも利活用を図ってまいる所

存でありますが、これからは周辺環境を生かした

活用方法も受け入れる姿勢を失うことなく対応し

てまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜

りたいと思います。

次に、少年の非行防止対策についてのご質問に

お答えいたします。少年非行につきましては、議

員ご指摘のように、低年齢化の傾向に加え、刑法

犯少年の検挙数が近年高水準で推移しており、社

会を震撼させる重大事件が相次ぐなど、残念なが

。 、らまことに憂慮すべき状況にあります その原因

背景としましては、まず一つは幼児期におけるし

つけが不十分なため規範意識が十分に身について

いないこと、社会体験や生活体験の不足などによ

り社会性が十分身についていないこと、物質的な

豊かさの中で他人への思いやりや人間相互の連帯

感が希薄化していること、情報メディアへの過度

ののめり込みにより、死や生に関する現実感覚が

鈍化、鈍ってきていることなど、社会状況や青少

年を取り巻く環境をめぐるさまざまな要因が複雑

に絡み合って発生していることが考えられます

が、何といっても家庭環境、親のしつけの仕方が

子供の成長に大きな影響を与えていることが各方

面から報告されているところであります。

特に成長するにつれ、少しずつ非行がエスカレ

ートしていく子供の家庭環境と問題行動との関連

では、乳幼児期において親による虐待、家庭内暴

力、経済力のなさ、養育の放棄、小学校の段階で

は家庭での教育力の欠如、また厳しい体罰等が要

因となって、規範意識が薄れ、その結果万引き、

家出などの問題行動にあらわれてくると指摘され

ております。さらに、中学生の思春期では、家庭

でのコミュニケーションが不足するため、幼いこ

ろからため込んできたストレスが周囲に向けら

れ、学校不適応や万引き、暴力行為や器物破損等

の問題行動へとエスカレートしていくと報告され

ております。

また、ごく最近の非行、問題行動の中で、落ち

つきのないいわゆる注意欠陥多動性障害を持つ特

定の児童・生徒が何度も繰り返して類似した問題

行動を引き起こしていることが大きな特徴として

注目しなければならないところであります。この

全国的な調査結果は、むつ市内の各学校から提出

されます事故、非行報告書の中身を分析しまして

も、ただいま申し上げた要因と全く符合している
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ことをうかがい知ることができます。

次に、改善策は何か、教師による防止策をどの

ように指導しているかとの質問でありますが、ま

ず子供の教育は、学校、家庭、関係機関を含む地

域が連携して、すなわち社会全体が総がかりで行

うということになりますが、しかしその前に教育

の基本第一義は、まず家庭教育にあることを明確

にしなければならないと思います。仕事を持つ親

は、子育ての時間の不足、専業主婦においては日

々の子育ての中で孤独感に悩むなど、精神的、時

間的にもゆとりのない状況にあることをまず地域

や社会全体が理解し、必要に応じて支援していく

仕組みを構築し、機会を提供していくのは当然の

ことでありますが、ただいま申し上げましたよう

に、家庭教育がすべての教育の出発点であること

をまず認識しなければならないと思っておりま

す。

まず、家庭においては子供と一緒に食事をとる

などの生活時間を持つことが当たり前のこと、基

本中の基本でありますが、これが子供にとっては

かけがえのない精神のよりどころであり、最も大

事な場面であると思っております。子供は、とか

く無知や無鉄砲さから失敗や過ち、あってはなら

ないことではありますが、時には非行や犯罪に走

ってしまうこともあります。しかし、たとえその

ような場合であっても親子の関係、家庭という最

後の受け皿さえあれば、もとの状態に引き戻すこ

とはそう難しいものではないことをどの学校で

も、どの教師もこれまでの事例から幾度となく経

験しているところであります。

しかし、問題行動への対応に当たって最も大事

なこと、課題は、何よりも問題行動の兆候を早期

、 、 、 、に発見し 十分な指導 相談 援助あるいは注意

阻止を迅速、適切に進めていくことができるかど

うかであると思っております。また、同時に大事

なことは、指導すべき教師の側に問題行動の兆し

を感じ取れる鋭敏な力があるかどうかでありま

す。

先ほども申し上げましたが、問題行動が発生す

る要因、背景は多様化、複雑化してきております

が、問題行動は決して突如として表に出てくるも

のではありません。例えばいじめの場合などの例

、 、を挙げれば 小学校のときの最初の冗談のつもり

遊び感覚であったものが、中学校になって、ささ

いな人間関係のもつれがきっかけとなって深刻な

いじめに発展した例などがあるわけでありまし

て、小学校のときにおいて教師がからかいや冗談

に気づき、その段階でしっかりと注意し、適切に

対応しておれば、それ以上エスカレートしなかっ

たのではないかと思っております。問題行動の兆

候を感じ取る力、適切に対応する指導力は一朝一

夕で備わるものではなく、ふだんの課題意識とと

もに、先輩教師からの助言や同僚教師と共同して

実践的な経験を積むことのほか、私どもむつ市教

育委員会といたしましても、児童・生徒理解講座

や生徒指導研修講座を開催し、子供の心理学や少

年犯罪の専門家を講師に招いて生徒理解や実践力

の育成に努めておりますので、議員のご理解とご

協力を賜りたいと存じます。

〇議長（宮下順一郎） 42番。

〇42番（千賀武由） ただいまは丁重なご答弁を本

当にありがとうございました。順を追って再質問

をお願いしたいと思います。

まず、市営住宅の関係でございますけれども、

先ほど市長からは、むつ市公営住宅ストック活用

計画を進めていて、大畑地区は改築でなく修理可

能な方でいくということでございますが、現在の

市営住宅の現況はどうなっているか、そこあたり

からお聞きしたいのでございます。現在の大畑地

区の市営住宅の現況、どのようなものか。屋根が

腐っているとか、そういう状況でございますけれ

ども。
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〇議長（宮下順一郎） 建設部副理事。

〇建設部副理事建築課長（石田三男） お答えいた

します。

築後、耐用年限まではまだ至ってはございませ

んが、毎年の需用費、修繕費でもって屋根等の改

修を行っております。退去等があった場合に多額

の経費がかかるわけですが、それについては畳、

壁、天井等の補修を実施いたしております。

以上でございます。

〇議長（宮下順一郎） 42番。

（ ） 、 、〇42番 千賀武由 そうすれば 改築しなくても

まだまだ大畑の市営住宅は住めるということで、

今のこの計画の中に改築は入っていないと、そう

いうことで理解してよろしいですか。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

（ ） 、〇市長 杉山 肅 先ほどお答えしましたものは

現在建設部を中心に取り組んで進めておりますむ

つ市公営住宅ストック総合活用計画というものに

基づいて、それこそ利活用をどうするかという検

討をしておるということなのであります。先ほど

、 、千賀議員のご発言の中に 川内の市営住宅見たら

うらやましいという言葉は使ってはおりません

が、そういう気持ちもあったというお話がござい

ました。旧川内町は、申し上げるまでもなく、林

業の町といううたい文句があるわけでありますか

ら、非常に木材を活用した公営住宅やその他現在

の庁舎も木材の有効活用を図ってやっておるわけ

でありますが、そういう事業の一環として公営住

宅も取り組まれてきた、こういう事情があります

ので、私も実はその川内の市営住宅をうらやまし

いと思っているのであります。

私も１カ月ちょっとだけむつ市の市営住宅に入

ったことがあるのですが、あずましくなかったで

すな。でありますから、現在のこの計画は、スト

ックして、現在手持ちのものをどう活用するかと

、 、いう計画ですが その中に財政事情の許す範囲で

特に千賀議員のご質問の外山団地というのは町の

中心部から離れていて、少し不自由なところでは

ないかと、こういうお話であったと私は理解して

おります。そういう状況もこれからストック計画

を検討し、前に進めていく際には、そういう要素

も判断材料に入れて、戸別の対応だけではなく、

新しいものも考えていく必要があるのではないか

と考えますので、担当の部長以下には、その方面

も判断材料の中に組み入れろという指示をしてい

きたいと思っております。非常にあいまいな答弁

でありますけれども、先ほどよりは前に向いた答

えを申し上げているつもりでありますので、ご理

解を願いたいと思います。

〇議長（宮下順一郎） 42番。

〇42番（千賀武由） 市街地の方ということもスト

ック計画の中で考えるということで、大変ありが

たいことでございます。その検討の中で、一つだ

。 、けまたお願いしたいのですけれども というのは

そういう検討の中で、建築の際はオール木造住宅

ということを頭に入れて、木造住宅はやっぱりぬ

くもりと優しさが見直されている現在でございま

す。木材産業振興のためにもぜひ考えるべきと思

いますので、その点ご配慮を願いたいと思います

が、その点いかがでございましょう。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

〇市長（杉山 肅） 特に申し上げませんでしたけ

れども、大畑町も木材の町だったのですね。だっ

たのですねという過去形使っていますけれども、

現在は森林から再生させようという動きを濵田議

員を初め多くの議員の方々が取り組んでいます。

下北半島はすぐれて木材産業を興す力をかつては

持っていたわけです。現在は、国際市場、国際間

競争に多少押されておりまして、衰微しておると

ころでございますが、木材が主要な産業のうちの

一つであるということには間違いないわけであり

ますから、それを活用するという考え方を取り入
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れていくことは行政を進めるうえで重要な意味合

いを持っているということを十分認識しておるつ

もりでございますので、ご提言を大事にさせてい

ただきたいと思います。

〇議長（宮下順一郎） 42番。

〇42番（千賀武由） ありがとうございます。市営

住宅の件については、それで終わりたいと思いま

す。

、 。次に 大畑地区の土地利用の質問でございます

先ほど要件を市長が話しまして、検討には至って

いないということでございますが、ぜひこれを検

討なさいまして、次の提案にひとつお答えを願い

たいのでございます。というのは、当初の建設予

定地の場所付近は、最近徐々に開発がされてきて

いるのではないかと私は思っておりますが、大畑

の市街地等には、まだきちんとした公園等がない

のであります。そこで、土地は至って軟弱でだめ

でございますが、そこのところをご検討なさいま

して、この場所を整備して公園などにして、いろ

いろな遊具を置いた子供の遊び場にするとか、小

さいですけれども、屋外のイベント広場みたいに

つくるとか。大畑地区は、親子の触れ合い場所も

ないのでございます。そういうところで、すぐと

は言いませんけれども、親子の触れ合いの場とし

て整備をしてくれるお考えはないか、市長のお考

えをちょっとお聞きしたいのですけれども。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

〇市長（杉山 肅） 液状化現象ということについ

てご説明を申し上げることは必要ないと思います

が、ただ東京というまちが江戸時代からも埋め立

て、埋め立てで今日の海の中に都市が進出してき

たという土地でありました。その東京にあれほど

ばか高い建物がどんどん、どんどん建っているわ

けです。当然に液状化も何もみんな考慮に入れら

。 、れたうえで高層の建築物が建ってきている ただ

阪神・淡路大震災では神戸アイランドというあの

埋め立てしてできた島が液状化を起こして災害復

旧にも随分難渋したということがあります。新潟

県中越地震の際の教訓から、液状化に対する対策

はかなり進んできておるのでありますが、一番古

い江戸が高層住宅のまちになってきている。そし

て、新潟よりも新しく造成された神戸の港にでき

た人工の島が液状化を起こしている。法律的なも

のや科学的な研究が非常に跛行性に富んでおりま

して、有効活用するにはどうするかという面では

非常に難しいと思います。ただ、今申し上げたの

は、皆大都市ばかりであります。大畑地区で地質

改良をやって、あそこに高層建物を建てようなど

という人は、多分絶対出てこないだろうと思うの

ですが、そういう見地から考えますと、確かに大

畑地区には校庭より広いところで公園になってい

るところはないのです。深く検討させていただく

材料であろうと思いますので、ただし緊急避難場

所等に指定するのはちょっと遠慮しなければなら

ないかもわかりませんが、その辺微妙なバランス

をとって検討しなければならないと思いますの

で、研究課題にさせていただきたいと思います。

〇議長（宮下順一郎） 42番。

〇42番（千賀武由） 大変市長には、私としても了

解するお言葉ありがとうございます。休みの日な

、 、ど親子が触れ合う姿を見ると それを想像すると

非常に私としてもうれしいと思います。こういう

提案を切実に訴えた地区住民もおりますので、ど

うかご検討のほどよろしくお願いして、次の質問

に移らせていただきます。

次は、佐助川小学校の利活用の問題でございま

すけれども、先ほど教育長からは民具、発掘遺物

等の保管に使用している、そういうことでご回答

をいただきました。これも当然よいことだと思い

ますが、またここで一つ教育長にご提案を申し上

げたいのでございます。この廃校した佐助川小学

校を、先ほどのご回答のほかに、１年12カ月のう
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ちで何カ月かでもよろしゅうございます。そうい

う期間を設けて、週二、三回車の送迎をして、高

齢者とは限らないのでございますが、地区住民の

趣味を楽しむ館としてもこれを使っていいのでは

ないかと。趣味の館と申しますのは、皆さんいろ

いろ趣味を持っておられましょう。碁とか将棋と

か、マージャン、俳句とか、音楽の部屋といいま

すか、そういう楽しむ教室として使用しても私は

非常に皆さんのためにいいのではないかと考える

ところでございますが、その点教育長、どうお考

えでしょうか、お伺いしたいと思います。

〇議長（宮下順一郎） 教育部長。

〇教育部長（宮下孝信） 千賀議員のご質問にお答

えいたします。

佐助川小学校の廃校に当たりましては、一応赤

川、木野部地区町内会の役員方の事前の了承をい

ただきまして、体育館も学校も使いませんと、地

区公民館で私たちの活動は十分間に合いますとい

、 。う そういう背景の中で廃校にいたしております

そういうこともありまして、地区的には閉鎖の状

態で、教育施設として現在土器等の保存管理をし

ているということでございます。

ただいまご提案のありました何カ月かの学校開

放、趣味の館等としての活用につきましては、実

は教育委員会としても、門戸を閉ざしているわけ

でも、考え方としてはないわけでして、全国的に

見ましても、海辺の廃校施設は漁師の館とか、そ

れからまた一部プチホテルとして活用している例

もございます。ただし、これは民活の導入という

部分でございまして、なかなか公的機関として、

これに積極的に取り組むには管理上の問題がつき

まとってございまして、この辺どうしても打破す

るには多少の時間はかかるかと思います。現在こ

ういう地区的に遠い場所にありますものですか

ら、アクセスの問題、時間等の問題から、現状で

はご提案をいただきました分野での活用はかなり

。 、難しいものがあろうかと思っています ただまた

生涯学習施設としての地域の盛り上がりとか、そ

ういう時間が来れば、これもまた全く排斥するも

のではない部分かなと思っておりますが、現状の

中では土器等の保管場所、それから研究者の施設

として活用するのが一番有効かなという状況で判

断してございます。

以上です。

〇議長（宮下順一郎） 42番。

〇42番（千賀武由） ただいまの教育部長のご発言

で私も理解をしますが、先ほどのご提案も全く忘

れないということで、ひとつ頭の片隅でもいいで

すから、置いてご検討を願えればと思います。

最後に、少年の非行防止対策についてご質問い

たします。先ほどは、家庭の問題、そして学校側

の教師の問題についてご丁寧なる教育長の答弁を

いただきました。ここで、社会の責任についてひ

とつ伺いたいのでございます。補導員の配置の関

係でございますけれども、まずここでは善良な子

供たちが非行グループ等によって囲まれ、暴力を

振るわれ、ゆすりやたかりが行われていても一般

の通行人は、私もそうだと思いますが、見て見ぬ

振りをして避ける風潮があるのではないかと思っ

てございます。我々みたいに暴力に対処すること

を知らない一般人を責めることは大変酷とは思い

ますが、スーパーとか駅とか、そういう一般大衆

の集まる非行の行われやすい場所に補導員を巡回

させることはどうかという問題でございます。補

導員ということでは、腕章とかワッペンをして巡

回しておりますならば、補導員自体が非行の場を

つかむことができなくても通行人からの通報によ

っていち早く駆けつけて防止に当たることも可能

と思いますが、そういう関係した補導員を配置す

るお考えはないか、そこのところをちょっとお伺

いしたいのですけれども。

〇議長（宮下順一郎） 保健福祉部長。
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（ ） 。〇保健福祉部長 名久井耕一 お答えいたします

補導員というお話でございましたけれども、私

ども福祉の方で少年指導員というのを配置してご

ざいます。先般の新年度予算の特別委員会の中で

も若干ご説明しましたけれども、少年指導員60名

ほどを配置しまして、それぞれ巡回指導等を実施

してございます。各地区にそれぞれ人員も配置し

てございますので、その中で街頭指導、補導等を

実施してございます。ご理解いただきたいと存じ

ます。

以上です。

〇議長（宮下順一郎） 教育長。

〇教育長（牧野正藏） 先ほど最初の答弁というこ

とになりますけれども、やはり子供を指導する場

合にありましては、例えば教員の中にとりまして

も、注意する先生としない先生があってはならな

いわけでありまして、学校を経営する場合に一番

難しいことの一つは、やっぱりその学校の先生方

が一枚岩になるということが私は一番大事なこと

だろうと思っているわけでございます。そういう

意味でも校長先生のリーダーシップといいましょ

うか、やっぱりそういうものが強く求められてい

。 、 、くわけでございます しかし 実際問題なかなか

口で言うのは簡単でございますが、実際経験の浅

い先生、あるいはまたいろいろ多様な資質を持っ

た先生がいらっしゃるわけでございます。そうい

う先生方が一つの考えのもとに、共通理解のもと

にやるということは、先ほど申しましたように非

常に難しいことでございますけれども、しかしや

っていかなければならないことだと思っておりま

す。

先ほど申しましたように、やはり教員というの

は、最初は例えば国語の先生とか社会科の先生と

いうことで、教科の指導力で採用されてくるわけ

でありますけれども、実際現場に行きますと、や

はりそればかりではなくて、生徒指導力というの

が大変強く求められていくわけであります。その

二つが重なって初めて教師力ということが出てい

くわけであります。そういうことで、それぞれの

学校が必死になって頑張っておりますが、なかな

か口で言うほど効果が上がっていかないというの

も現実のことであります。不足する分につきまし

ては、ＰＴＡの皆様方のお力添え、あるいはまた

先ほど出ました補導員を含めた地域の方々の温か

い目と同時に厳しい目というものでひとつ協力し

ていただくしかないと私は思っております。学校

が気がつかないところは多々あると思いますけれ

ども、ひとつそういうことで学校に連絡していた

だく、あるいは家庭に連絡していただくというこ

とで、地域こぞって子供たちの安全確保も含めな

がら、事故、非行の未然防止に努めていっていた

だければありがたいと、このように思っておりま

すので、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（宮下順一郎） 42番。

〇42番（千賀武由） ご答弁ありがとうございまし

た。いずれにいたしましても、少年の非行防止は

家庭、学校、そして地域社会の３者が連携をとり

合い、協力し、対処されますことをご期待を申し

上げたいと思います。

最後に一言申し上げたいと思いますが、私は今

回私のモットーとします市民が安心して暮らせる

まちづくり、そして市民が安心を取り戻す潤いの

ある生活ができることを思い、この質問をさせて

いただきました。今回の質問に対しまして、市長

そして教育委員会におかれましても、できるもの

はできる、そういう実現方に努力されますことを

切にお願いして、私の一般質問を終わらせていた

だきます。ありがとうございました。

〇議長（宮下順一郎） これで、千賀武由議員の質

問を終わります。

◎散会の宣告
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〇議長（宮下順一郎） 以上で本日の日程は全部終

わりました。

なお、明３月16日は本日上程されました議案第

32号の質疑、討論及び採決並びに堺孝悦議員、川

下八十美議員、久保田昌司議員、澤田博文議員の

一般質問を行います。

本日はこれで散会いたします。

午後 ２時４９分 散会
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